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司

は
じ
め
に

小
笠
原
返
還
か
ら
五
十
年

小
笠
原
は
一
九
六
八
年
六
月
に
本
土
に
復
帰
し
、
来
年
で
五
十
周
年
の
節
目
の
年
を
迎
え
る
。
二
〇
一
一
年
に
は
世
界
遺
産
に
登
録
さ

れ
た
。
豊
か
な
自
然
が
残
り
、
マ
リ
ン
ス
ポ
ー
ツ
の
楽
園
で
あ
る
。
た
だ
、
今
か
ら
約
五
〇
年
前
の
小
笠
原
返
還
交
渉
の
記
録
を
紐
解
い

て
み
る
と
、
東
西
冷
戦
の
陰
が
見
え
隠
れ
す
る
。
小
笠
原
返
還
は
、
四
年
後
の
沖
縄
返
還
と
も
関
連
し
て
い
た
。

小
笠
原
返
還
交
渉
で
、
最
大
の
争
点
と
な
っ
た
の
が
、
返
還
後
の
小
笠
原
に
、
緊
急
事
態
に
際
し
、
核
兵
器
を
貯
蔵
し
た
い
と
す
る
米

軍
部
の
意
向
を
、
ど
の
よ
う
な
形
で
記
録
に
残
す
か
で
あ
っ
た
。
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約
が
存
在
す
る
の
で
は
な
い
か
と
い
わ
れ
て
き

た
。
二
〇
一
〇
年
三
月
、
い
わ
ゆ
る
密
約
問
題
に
関
す
る
調
査
報
告
書
が
公
表
さ
れ
た
際
、
沖
縄
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
文
書
も
公
開
さ

論　

説

（
一
三
一
）
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れ
て
い
る
。
詳
し
く
は
後
に
紹
介
す
る
が
、
そ
れ
ら
の
中
に
、
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約
の
存
在
を
示
唆
す
る
文
書
が
あ
る
。
ま
た
、
こ

の
密
約
は
ア
メ
リ
カ
側
の
公
文
書
で
も
確
認
で
き
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約
と
は
い
か
な
る
も
の
で
あ
っ
た
の
か
、
か
な
ら
ず
し
も
十
分
に
解
明
さ
れ
た
と
は
い
え
な

い
。
そ
こ
で
、
ま
ず
先
行
研
究
を
概
観
し
て
み
よ
う
。

先
行
研
究

小
笠
原
の
本
土
復
帰
問
題
を
い
ち
は
や
く
、
か
つ
、
詳
細
に
論
じ
た
の
が
、
ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
で
あ
る
。
エ
ル
ド
リ
ッ

ヂ
は
、『
硫
黄
島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』
を
著
し
た
。
緊
急
時
に
小
笠
原
に
核
を
持
ち
込
む
こ
と
に
関
す
る
三
木
武
夫
外
務
大

臣
と
Ｕ
・
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
駐
日
大
使
と
の
合
意
（
後
に
紹
介
す
る
「
討
議
の
記
録
」
で
あ
る
。）
の
全
文
が
同
書
に
掲
載
さ
れ
て

い
る

（
1
）

。
「
討
議
の
記
録
」
を
要
約
す
る
と
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
駐
日
大
使
が
、
返
還
後
の
小
笠
原
に
、
緊
急
事
態
の
際
、
核
兵

器
を
貯
蔵
し
た
い
旨
を
希
望
し
、
事
前
協
議
に
お
い
て
日
本
政
府
に
好
意
的
な
反
応
を
期
待
す
る
。
こ
れ
に
、
三
木
大
臣
は
、
こ
う
し
た

こ
と
は
事
前
協
議
の
対
象
で
あ
り
、
現
時
点
で
は
、
協
議
に
応
じ
る
と
し
か
い
え
な
い
、
と
述
べ
た
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
は
、
小
笠
原
返
還
協
定
調
印
の
直
前
に
な
り
、
核
問
題
が
主
な
理
由
で
、
調
印
式
が
四
月
五
日
ま
で
延
期
さ
れ

た
こ
と
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
し
て
い
る
。

さ
ら
な
る
協
議
の
後
、
三
木
は
口
頭
で
日
本
の
自
国
領
内
に
核
兵
器
を
許
さ
な
い
と
い
う
意
思
を
示
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
合
意

（
一
三
二
）
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三

の
条
件
を
確
か
め
る
声
明
で
応
じ
た
。
両
方
の
声
明
は
、
調
印
式
の
公
式
の
文
書
記
録
に
残
ら
な
い
と
の
条
件
で
行
わ
れ
た
。
後
に

覚
書
は
、
外
務
省
の
関
係
者
が
米
国
の
立
場
を
承
認
し
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
れ
に
よ
り
三
木
は
、
米
国
側
の
要
請
に
同
意
し

た
と
明
確
に
言
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
問
題
か
ら
救
わ
れ
た

（
2
）

。

た
だ
、
こ
れ
だ
け
で
は
、
緊
急
事
態
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
に
つ
い
て
、
三
木
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
と
の
間
で
、
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
や

り
と
り
が
あ
っ
た
の
か
は
明
ら
か
で
な
い
。

太
田
昌
克
は
、『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』
で
、
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約
問
題
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
論
じ
て
い
る
。

し
か
も
三
木
は
、
上
記
の
「
口
頭
声
明
」﹇
注
：
本
稿
で
い
う
「
討
議
の
記
録
」
の
こ
と
。﹈
の
最
終
テ
キ
ス
ト
が
確
定
し
た
後
、
日

本
政
府
は
「
領
土
内
へ
の
核
の
持
ち
込
み
を
認
め
な
い
」
と
い
う
点
を
付
言
し
た
い
と
主
張
し
始
め
、
四
月
五
日
の
調
印
式
直
前
の

土
壇
場
で
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
や
国
務
省
幹
部
を
大
い
に
憤
慨
さ
せ
た
。
そ
し
て
、
上
記
「
口
頭
声
明
」
の
公
式
テ
キ
ス
ト
と
は
別
に

三
木
が
口
頭
で
「
領
土
内
へ
の
核
の
持
ち
込
み
は
認
め
な
い
」
と
発
言
し
、
こ
れ
に
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
反
論
す
る
場
を
持
つ
こ
と
を
前

提
に
、「
口
頭
声
明
」
の
記
録
化
が
よ
う
や
く
図
ら
れ
た

（
3
）

。

「
討
議
の
記
録
」
が
確
定
し
た
後
、
三
木
が
日
本
領
土
内
に
核
持
ち
込
み
を
認
め
な
い
と
主
張
し
始
め
、
土
壇
場
で
の
協
議
の
末
、「
討

議
の
記
録
」
を
残
す
こ
と
で
決
着
し
た
様
子
が
う
か
が
え
る
。

中
島
琢
磨
は
、「
非
核
三
原
則
の
規
範
化　

一
九
七
〇
年
代
日
本
外
交
へ
の
道
程
」
と
い
う
論
文
で
、「
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記

（
一
三
三
）
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録
」（
本
稿
で
い
う
「
討
議
の
記
録
」）
お
よ
び
「
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録
を
補
足
す
る
口
頭
発
言
」
に
触
れ
、
こ
の
間
の
経
緯
の

解
明
に
よ
り
迫
っ
て
い
る
。

以
上
と
は
対
照
的
な
解
釈
を
し
て
い
る
の
が
、
真
崎
翔
『
核
密
約
問
題
か
ら
沖
縄
問
題
へ
』
で
あ
る
。「
討
議
の
記
録
」（
以
下
の
引
用

で
は
小
笠
原
議
事
録
と
呼
ば
れ
て
い
る
。）
に
つ
い
て
、
同
書
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
小
笠
原
議
事
録
は
後
に
変
更
が
加
え
ら
れ
、
日
本
に
よ
る
米
国
へ
の
責
任
転
嫁
を
許
さ
な
い
文
面
と
な
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
つ
ま
り
、
最
終
的
に
は
軍
部
の
主
張
通
り
、
日
本
の
意
思
に
関
係
な
く
返
還
後
の
小
笠
原
に
核
兵
器
を
貯
蔵
し
た
い

と
い
う
米
国
の
要
求
を
日
本
が
「
承
認
し
た
」
と
い
う
文
面
と
な
っ
た
可
能
性
が
あ
る
の
で
あ
る

（
4
）

。

真
崎
は
事
前
協
議
に
お
い
て
日
本
の
と
り
う
る
選
択
肢
を
分
類
し
て
い
る
。
右
は
、
事
前
協
議
を
実
施
し
な
い
場
合
の
う
ち
、
③
事
前

協
議
を
す
る
ま
で
も
な
く
許
可
す
る
に
あ
た
る
例
で
あ
る

（
5
）

。
後
述
の
よ
う
に
、
三
木
が
「
核
を
持
ち
込
ま
せ
ず
」
と
い
う
原
則
を
厳
格
に

適
用
し
よ
う
と
し
て
い
た
の
と
は
、
正
反
対
の
結
論
が
導
か
れ
て
い
る
。

本
稿
の
目
的

本
稿
は
、
以
上
の
先
行
研
究
を
踏
ま
え
つ
つ
、
小
笠
原
返
還
協
定
の
締
結
に
あ
た
り
、
緊
急
事
態
に
際
し
、
返
還
後
の
小
笠
原
に
核
を

持
ち
込
む
問
題
に
、
日
米
間
で
い
か
な
る
決
着
が
図
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

結
論
を
先
取
り
す
れ
ば
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
る
。
小
笠
原
返
還
協
定
締
結
時
、「
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録
」
と
い
う
不
公
表

（
一
三
四
）
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五

文
書
が
作
成
さ
れ
、
三
木
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
間
で
イ
ニ
シ
ア
ル
さ
れ
た
。
こ
の
文
書
に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
非
常
事
態
の
際
、

小
笠
原
に
核
兵
器
の
貯
蔵
を
必
要
と
す
る
問
題
を
提
起
す
る
と
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
が
起
れ
ば
、
日
本
を
含
む
こ
の
地
域
の
安
全
に

と
っ
て
、
核
貯
蔵
は
不
可
欠
と
な
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
日
本
政
府
に
よ
る
好
意
的
な
反
応
、
つ
ま
り
、
核
兵
器
の
貯
蔵
を
認
め
る
よ
う

期
待
す
る
。
こ
れ
に
、
三
木
大
臣
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
応
答
し
て
い
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
が
挙
げ
た
事
例
は
、
米
軍
の
装
備
の
重
要
な
変

更
に
あ
た
る
の
で
、
事
前
協
議
の
主
題
と
な
る
。
た
だ
、
こ
の
場
合
、
日
本
政
府
は
協
議
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
し
か
言
え
な
い
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
「
討
議
の
記
録
」
の
文
言
が
確
定
し
、
小
笠
原
返
還
協
定
調
印
の
数
日
前
に
な
っ
て
、
三
木
大
臣
は
、
同
年
一
月

二
七
日
の
佐
藤
栄
作
総
理
の
施
政
方
針
演
説
に
言
及
す
る
必
要
性
を
主
張
し
始
め
る
。
佐
藤
は
、
こ
の
演
説
の
中
で
、
非
核
三
原
則
を
明

確
に
打
ち
出
し
て
い
た
。
こ
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、
返
還
後
の
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
は
、「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
に
明
ら
か
に
反
す
る
。
三

木
は
、「
討
議
の
記
録
」
で
事
前
協
議
に
応
ず
る
と
し
た
立
場
を
翻
す
。
こ
れ
に
よ
り
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
協
定
締
結
を
断
念
す
る
選
択

肢
を
も
考
慮
す
る
事
態
に
い
た
る
。

こ
の
問
題
は
、
結
局
、「（「
事
前
協
議
」
の
補
足
）
│
口
頭
」（
以
下
、「
口
頭
発
言
」
と
記
す
。）
と
い
う
新
た
な
文
書
が
作
成
さ
れ
、
決

着
を
み
た
。「
口
頭
発
言
」
の
内
容
は
以
下
で
あ
る
。
三
木
大
臣
は
先
の
佐
藤
総
理
の
施
政
方
針
演
説
（
非
核
三
原
則
）
に
言
及
す
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
こ
の
言
及
に
よ
っ
て
、
す
で
に
確
定
し
た
「
討
議
の
記
録
」
の
内
容
、
つ
ま
り
、
協
議
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
の
三

木
大
臣
の
先
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
の
解
釈
を
示
す
。
三
木
大
臣
は
こ
れ
を
首
肯
す
る
。

こ
の
「
討
議
の
記
録
」
と
「
口
頭
発
言
」
と
い
う
二
つ
の
文
書
を
中
心
に
、
な
ぜ
こ
の
よ
う
な
文
書
が
作
成
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に

し
た
い
。
そ
の
た
め
に
は
、
一
九
六
七
年
一
一
月
の
日
米
首
脳
会
談
で
、
小
笠
原
返
還
が
決
ま
っ
た
当
時
、
米
政
府
内
で
小
笠
原
返
還
を

め
ぐ
り
い
か
な
る
議
論
が
行
わ
れ
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
小
笠
原
返
還
に
関
連
し
、
核
の
持
ち
込
み
に
つ
い
て
、

（
一
三
五
）
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国
会
で
ど
の
よ
う
な
応
酬
が
あ
っ
た
の
か
も
分
析
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

本
稿
の
構
成

二
〇
一
〇
年
三
月
、
日
米
密
約
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
が
公
表
さ
れ
た
際
、
関
連
す
る
外
交
文
書
も
公
開
さ
れ
た
。
そ
の
中
に
、
小

笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
密
約
を
示
唆
す
る
文
書
が
い
く
つ
か
存
在
す
る
。
第
一
節
で
は
、
こ
の
密
約
が
ど
の
よ
う
に
記
録
さ
れ
て
い
る
の

か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

第
二
節
で
は
、
小
笠
原
返
還
ま
で
の
経
緯
を
概
観
す
る
。
小
笠
原
返
還
の
決
定
に
い
た
る
ま
で
、
旧
島
民
に
よ
る
墓
参
、
損
害
補
償
、

帰
島
が
主
に
論
じ
ら
れ
、
返
還
は
そ
の
後
の
問
題
と
考
え
ら
れ
て
い
た
。
そ
れ
が
、
一
九
六
七
年
一
一
月
の
日
米
首
脳
会
談
で
、
小
笠
原

返
還
が
決
定
さ
れ
る
。
同
会
談
で
の
も
っ
と
も
重
要
な
テ
ー
マ
は
沖
縄
返
還
へ
の
道
筋
を
つ
け
る
こ
と
に
あ
っ
た
。
そ
れ
と
の
関
連
で
小

笠
原
返
還
が
決
ま
っ
て
く
る
。
そ
の
経
緯
を
跡
付
け
て
お
き
た
い
。

第
三
節
は
、
小
笠
原
返
還
協
定
締
結
時
の
外
交
文
書
を
一
覧
す
る
。
と
り
わ
け
、「
討
議
の
記
録
」
お
よ
び
「
口
頭
発
言
」
は
、
本
稿

に
お
け
る
最
重
要
文
書
で
あ
る
。

第
四
節
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
お
よ
び
「
口
頭
発
言
」
が
作
成
さ
れ
る
経
緯
を
分
析
す
る
。
こ
れ
に
よ
り
、
こ
れ
ら
文
書
に
込
め
ら

れ
た
意
味
を
明
ら
か
に
し
た
い
。

第
五
節
で
は
、
小
笠
原
返
還
と
非
核
三
原
則
（
と
く
に
、
核
を
持
ち
込
ま
せ
ず
）
を
め
ぐ
る
国
会
で
の
議
論
の
展
開
を
た
ど
っ
て
み
る
。

三
木
大
臣
が
、
非
核
三
原
則
を
ど
の
よ
う
に
と
ら
え
て
い
た
の
か
を
解
明
す
る
。

最
後
に
、
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約
が
、
沖
縄
核
持
ち
込
み
密
約
へ
と
よ
り
明
確
な
形
で
受
け
継
が
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
、
本
稿

（
一
三
六
）
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七

を
閉
じ
る
こ
と
と
し
た
い
。

一
．
外
交
文
書
に
記
さ
れ
た
小
笠
原
核
持
ち
込
み
密
約

一
九
六
九
年
の
沖
縄
返
還
交
渉
で
は
、
緊
急
時
、
返
還
後
の
沖
縄
に
核
を
持
ち
込
む
問
題
を
ど
の
よ
う
に
決
着
さ
せ
る
の
か
が
、
一
一

月
の
日
米
首
脳
会
談
に
い
た
る
ま
で
、
最
大
の
懸
案
事
項
と
な
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
緊
急
時
に
、
返
還
後
の
沖
縄
へ
の
核
持
ち
込
み

を
日
本
側
が
何
等
か
の
形
で
認
め
る
よ
う
主
張
す
る
。
こ
れ
に
対
し
、
日
本
側
は
、
非
核
三
原
則
の
手
前
、「
持
ち
込
ま
せ
ず
」
に
あ
か

ら
さ
ま
に
反
す
る
約
束
を
交
わ
す
わ
け
に
は
い
か
な
か
っ
た
。

結
局
、
こ
の
問
題
は
、
一
九
六
九
年
一
一
月
一
九
日
に
開
か
れ
た
佐
藤
栄
作
総
理
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
首
脳
会
談

で
、
緊
急
時
の
核
持
ち
込
み
を
認
め
る
秘
密
合
意
議
事
録
へ
の
署
名
に
よ
っ
て
決
着
を
み
た
。
同
議
事
録
に
は
、
極
め
て
重
大
な
緊
急
事

態
が
生
じ
た
際
、
ア
メ
リ
カ
政
府
は
返
還
後
の
沖
縄
に
核
兵
器
を
持
ち
込
む
た
め
の
事
前
協
議
を
要
請
し
、
日
本
政
府
は
そ
の
必
要
を
み

た
す
と
記
さ
れ
て
い
る
。

同
議
事
録
の
存
在
お
よ
び
作
成
の
経
緯
は
、
佐
藤
総
理
の
密
使
を
つ
と
め
た
若
泉
敬
・
元
京
都
産
業
大
学
教
授
の
手
記
『
他
策
ナ
カ
リ

シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』（
一
九
九
四
年
公
刊
）
に
よ
り
、
広
く
知
ら
れ
て
い
る

（
6
）

。
ま
た
、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
、
佐
藤
総
理
の
次
男
・
佐
藤

信
二
に
よ
っ
て
、
秘
密
合
意
議
事
録
の
現
物
が
公
開
さ
れ
、
同
書
の
記
述
が
完
全
に
裏
付
け
ら
れ
た

（
7
）

。

沖
縄
返
還
の
交
渉
過
程
を
記
し
た
一
九
六
九
年
の
外
交
記
録
に
、
一
九
六
八
年
四
月
、
小
笠
原
返
還
協
定
が
締
結
さ
れ
た
際
、
緊
急
事

態
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
返
還
後
の
小
笠
原
に
核
を
持
ち
込
む
取
決
め
が
あ
っ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
記
述
が
い
く
つ
か
存
在
す

る
。
ま
ず
、
そ
れ
ら
の
記
録
を
確
認
し
て
お
く
こ
と
に
し
よ
う
。

（
一
三
七
）
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八

一
九
六
九
年
六
月
〜
八
月

六
月
四
日
、
愛
知
揆
一
外
務
大
臣
と
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
国
務
長
官
と
の
間
で
、
沖
縄
返
還
を
め
ぐ
り
会
談
が
行
わ
れ
た
。
返

還
後
の
沖
縄
に
お
け
る
米
軍
の
基
地
使
用
の
あ
り
方
が
議
論
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
会
談
に
同
席
し
た
Ｕ
・
ア
レ
ク
シ
ス
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国

務
次
官
﹇
注
：
駐
日
大
使
か
ら
昇
格
﹈
は
、「
沖
縄
に
戦
術
核
兵
器
を
置
け
る
こ
と
は
抑
止
力
に
と
っ
てV

IT
A
L

な
り
」
と
発
言
。
さ

ら
に
、「
小
笠
原
返
還
の
際
緊
急
事
態
に
お
け
る
核
に
関
す
る
特
別
の
ア
レ
ン
ジ
メ
ン
ト
に
つ
き
話
し
合
い
、
完
全
に
満
足
す
べ
き
も
の

で
は
な
い
が
一
応
合
意
に
達
し
た
。
し
か
し
沖
縄
に
つ
い
て
同
じ
方
式
を
と
る
の
は
困
難
で
あ
る
。
核
に
つ
い
て
も
事
前
協
議
は
Ｎ
Ｏ
と

は
限
ら
な
い
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
べ
き
で
あ
ろ
う
」
と
述
べ
て
い
る

（
8
）

。

八
月
四
日
、
東
郷
文
彦
ア
メ
リ
カ
局
長
と
リ
チ
ャ
ー
ド
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
在
京
米
大
使
館
公
使
（
沖
縄
返
還
交
渉
首
席
交
渉
官
）
と
の
間
で

沖
縄
返
還
交
渉
の
事
務
レ
ベ
ル
協
議
が
行
わ
れ
た
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
は
、
先
の
愛
知
・
ロ
ジ
ャ
ー
ズ
会
談
に
触
れ
、「
ジ
ョ
ン
ソ
ン
次

官
は
ワ
シ
ン
ト
ン
で
有
事
持
込
に
言
及
し
た
と
記
憶
す
る
が
、
小
笠
原
の
ケ
ー
ス
は
軍
は
極
め
て
不
満
で
あ
る
。
有
事
持
込
に
つ
い
て
何

か
更
に
考
へ
ら
れ
た
か
。」
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
れ
に
、
東
郷
局
長
は
、「
之
は
考
へ
れ
ば
考
へ
る
程
む
つ
か
し
い
。
恐
ら
く
持
込
み
の

事
前
協
議
と
云
う
よ
り
はoption

の
事
前
協
議
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。
又
使
用
と
云
う
こ
と
に
な
れ
ば
戦
闘
作
戦
行
動

で
あ
る
か
ら
そ
こ
で
ま
た
事
前
協
議
と
云
う
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
答
え
て
い
る

（
9
）

。「option

の
事
前
協
議
」
と
は
、
一
律
に

核
持
ち
込
み
が
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
い
か
な
る
場
合
に
核
持
ち
込
み
が
で
き
、
あ
る
い
は
、
で
き
な
い
か
、
そ
の
線
引
き

の
こ
と
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
。

八
月
八
日
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
次
官
は
下
田
武
三
駐
米
大
使
と
ラ
ン
チ
を
と
も
に
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
下
田
が
核
の
問
題
を
取
り
上
げ
る

と
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
核
の
緊
急
時
貯
蔵
の
た
め
の
「
小
笠
原
方
式
」（B

onins form
ula

）
に
比
し
、
よ
り
効
果
的
か
つ
す
ぐ
れ
た
な
ん

（
一
三
八
）
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九

ら
か
の
方
式
を
必
要
と
す
る
と
述
べ
て
い
る

（
10
）

。

首
脳
会
談
直
前

佐
藤
総
理
の
訪
米
直
前
と
な
る
一
一
月
四
日
、
東
郷
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
会
談
で
、
東
郷
は
、
沖
縄
返
還
時
に
ア
メ
リ
カ
側
が
核
を
撤
去
す

る
と
し
て
も
、
非
常
時
の
際
、
返
還
後
の
沖
縄
に
ア
メ
リ
カ
側
が
核
を
持
ち
込
む
問
題
に
言
及
し
て
い
る
。
東
郷
は
、「
大
統
領
が
総
理

に
こ
の
点
を
質
問
す
れ
ば
自
分
の
見
る
と
こ
ろ
総
理
は
イ
エ
ス
と
言
は
れ
る
と
思
う
が
、
そ
う
だ
と
し
て
も
之
を
記
録
に
止
め
よ
う
と
云

う
こ
と
は
別
問
題
」
だ
と
し
て
、
記
録
を
残
す
こ
と
に
難
色
を
示
す
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、「
非
常
時
持
込
の
問
題
に
つ
い
て
は
小
笠
原
の

場
合
よ
り
は
、
よ
り
明
確
な
話
を
期
待
す
る
と
思
う
。」
と
主
張
し
た

（
11
）

。
こ
の
後
、
佐
藤
総
理
と
ア
ー
ミ
ン
・
マ
イ
ヤ
ー
駐
日
大
使
と
の

会
談
が
予
定
さ
れ
て
お
り
、
佐
藤
総
理
が
マ
イ
ヤ
ー
大
使
に
小
笠
原
の
例
よ
り
も
明
確
な
話
を
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
て
い
る
と
い
う
意

味
で
あ
る
。

一
一
月
五
日
、
国
務
省
の
リ
チ
ャ
ー
ド
・
フ
ィ
ン
日
本
部
長
が
、
在
米
吉
野
文
六
臨
時
代
理
大
使
に
、
緊
急
時
に
お
け
る
沖
縄
へ
の
核

再
持
ち
込
み
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
内
話
し
て
い
る
。「
緊
急
持
ち
こ
み
を
ど
う
表
現
す
る
か
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
オ
ガ
サ
ワ
ラ

の
よ
う
な
秘
密
協
定
も
一
つ
の
方
法
で
あ
る
が
、
こ
れ
も
一
〇
〇
％
満
足
す
べ
き
も
の
で
は
な
い

（
12
）

。」

一
一
月
一
〇
日
の
東
郷
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
会
談
で
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
本
国
か
ら
の
訓
令
に
接
到
し
て
い
る
旨
明
か
し
て
い
る
。
訓
令
に

は
、
マ
イ
ヤ
ー
駐
日
大
使
か
ら
佐
藤
総
理
に
、「
首
脳
会
談
の
際
大
統
領
か
ら
有
事
の
際
核
に
つ
い
て
ど
う
さ
れ
る
か
と
い
う
質
問
が
あ

る
旨
伝
え
る
よ
う
に
」
と
記
さ
れ
て
い
た
。
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
私
見
と
し
て
、「
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
及
び
口
頭
説
明
だ
け
で
こ
と
が
す
む
と
は

思
え
な
い
」
と
述
べ
る
。
こ
れ
に
東
郷
は
、
暗
に
小
笠
原
返
還
時
の
際
を
想
起
す
る
が
如
き
様
子
で
あ
っ
た
、
と
の
印
象
を
受
け
た

（
13
）

。

（
一
三
九
）
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一
〇

以
上
の
日
米
の
公
文
書
の
記
述
か
ら
、
小
笠
原
返
還
交
渉
時
に
、
返
還
後
の
小
笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
に
関
し
、
な
ん
ら
か
の
秘
密
協

定
が
存
在
し
て
い
た
こ
と
は
明
ら
か
だ
。
た
だ
、
こ
の
秘
密
協
定
に
、
ア
メ
リ
カ
側
、
と
り
わ
け
軍
部
は
満
足
し
て
い
な
い
。
沖
縄
返
還

交
渉
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
、
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
小
笠
原
方
式
よ
り
も
効
果
的
か
つ
す
ぐ
れ
た
方
式
を
日
本
側
に
求
め
て
い
た
。

二
．
小
笠
原
の
軍
事
的
価
値

小
笠
原
返
還
前
史

小
笠
原
返
還
の
歴
史
を
か
え
り
み
る
と
、
返
還
決
定
以
前
に
は
、
旧
島
民
に
よ
る
墓
参
問
題
、
帰
島
問
題
、
そ
し
て
、
損
害
補
償
問
題

が
話
し
合
わ
れ
て
い
る
。

一
九
五
七
年
九
月
二
三
日
の
藤
山
愛
一
郎
外
務
大
臣
と
ジ
ョ
ン
・
フ
ォ
ス
タ
ー
・
ダ
レ
ス
国
務
長
官
と
の
会
談
で
、
ダ
レ
ス
は
、
帰
島

問
題
に
つ
い
て
研
究
し
た
結
果
、
否
定
的
で
あ
る
旨
を
藤
山
に
伝
え
て
い
る
。
さ
ら
に
、「
国
務
省
は
容
易
に
論
駁
さ
れ
な
い
の
で
あ
る

が
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
軍
に
理
由
あ
り
と
の
結
論
に
達
せ
ざ
る
を
得
な
か
つ
た
。
軍
は
混
血
系
﹇
注
：
先
に
帰
島
を
ゆ
る
さ
れ
た
欧

米
系
の
人
々
を
指
し
て
い
る
。﹈
を
帰
え
し
た
こ
と
も
失
敗
で
あ
つ
た
と
考
え
て
お
り
、
右
はsecurity reason

に
由
る
も
の
で
あ
る
。」

と
説
明
し
て
い
る
。
補
償
に
つ
い
て
は
「
実
際
的
解
決
方
法
と
し
て
日
米
間
に
検
討
の
用
意
あ
り
。」
と
肯
定
的
で
あ
っ
た

（
14
）

。

ま
た
、
墓
参
に
つ
い
て
、
両
者
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
会
話
を
交
わ
し
て
い
る
。
ウ
ォ
ル
タ
ー
・
ロ
バ
ー
ト
ソ
ン
国
務
次
官
補
も
発
言
し
て

い
る
。

ダ
レ
ス　

軍
は
総
て
の
島
民
に
つ
き
全
島
に
亘
り
帰
島
反
対
で
あ
る
。
又
墓
地
に
つ
い
て
は
戦
争
に
よ
る
破
壊
や
其
の
後
の
ジ
ヤ
ン
グ

（
一
四
〇
）
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一

ル
化
に
よ
り
跡
形
も
な
い
と
言
つ
て
い
る
。

大
臣　

墓
地
が
な
く
な
つ
て
い
る
か
ら
墓
参
は
意
味
な
し
と
言
う
様
な
こ
と
は
日
本
政
府
は
言
え
る
道
理
は
な
い
。

ダ
レ
ス　

墓
地
の
検
分
に
日
本
政
府
の
代
表
を
送
つ
て
見
て
は
如
何
。

ロ
バ
ー
ト
ソ
ン　

軍
は
日
本
政
府
代
表
を
送
るfacilities

は
な
い
と
言
つ
て
い
る
し
、
セ
キ
ユ
リ
テ
イ
の
関
係
か
ら
墓
参
の
た
め
の

出
入
を
許
す
こ
と
は
出
来
な
い

（
15
）

。

安
全
保
障
（security

）
が
キ
ー
ワ
ー
ド
と
な
っ
て
い
る
。
帰
島
ど
こ
ろ
か
、
旧
島
民
の
墓
参
す
ら
も
許
さ
な
い
要
因
と
な
っ
て
い
た
の

だ
。旧

島
民
の
帰
島
問
題
は
、
結
局
、
小
笠
原
返
還
ま
で
解
決
を
み
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
補
償
（
見
舞
金
の
支
払
い
）
は
、
一
九
六
一
年
六

月
、
六
〇
〇
万
ド
ル
の
支
払
い
で
決
着
を
み
て
い
る
。
た
だ
し
、
旧
島
民
の
帰
島
の
要
求
を
何
ら
害
す
る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
確
認
し

て
い
る
。
墓
参
問
題
は
、
一
九
六
五
年
一
月
の
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
に
お
い
て
、
ア
メ
リ
カ
側
が
好
意
的
に
検
討
す
る
こ
と
に
同
意

し
た
。
同
年
四
月
、
在
京
米
大
使
館
か
ら
外
務
省
に
、
島
民
代
表
の
墓
参
を
許
可
す
る
旨
の
通
報
が
あ
っ
た
。
一
九
六
五
年
五
月
お
よ
び

一
九
六
六
年
五
月
、
硫
黄
島
お
よ
び
父
島
、
母
島
に
、
そ
れ
ぞ
れ
墓
参
団
が
派
遣
さ
れ
て
い
る

（
16
）

。
ア
メ
リ
カ
側
は
、
安
全
保
障
を
理
由
に

墓
参
さ
え
も
拒
否
し
て
い
た
が
、
そ
の
根
拠
が
、
一
九
六
五
年
に
は
薄
れ
て
い
た
こ
と
が
う
か
が
え
る
。

薄
れ
た
要
因
は
何
だ
っ
た
の
か
。
ロ
バ
ー
ト
・
Ｓ
・
ノ
リ
ス
ら
の
研
究
に
よ
れ
ば
、
一
九
六
〇
年
に
ポ
ラ
リ
ス
搭
載
の
潜
水
艦
就
航
が

お
お
き
な
要
因
の
よ
う
だ
。
核
弾
頭
ミ
サ
イ
ル
を
常
備
す
る
原
子
力
潜
水
艦
の
登
場
で
あ
る
。
一
九
六
四
年
一
二
月
、
ポ
ラ
リ
ス
潜
水
艦

が
、
太
平
洋
の
監
視
任
務
を
お
び
、
は
じ
め
て
グ
ア
ム
を
出
航
し
た
と
い
う
。
同
年
一
〇
月
か
ら
一
二
月
の
間
に
、
父
島
か
ら
最
後
の
レ

（
一
四
一
）
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一
二

ギ
ュ
ラ
ス
（
潜
水
艦
発
射
用
の
核
巡
航
ミ
サ
イ
ル
）
が
撤
去
さ
れ
、
小
笠
原
か
ら
完
全
に
核
が
撤
去
さ
れ
た

（
17
）

。
旧
島
民
の
墓
参
が
許
さ
れ
た

の
は
、
小
笠
原
か
ら
核
が
撤
去
さ
れ
た
す
ぐ
後
だ
っ
た
。

小
笠
原
返
還
を
め
ぐ
る
日
米
共
同
声
明

旧
島
民
の
墓
参
問
題
に
関
連
し
、
一
九
六
五
年
一
月
お
よ
び
一
九
六
七
年
一
一
月
の
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
の
共
同
声
明
を
確
認
し

て
お
こ
う
。

一
九
六
五
年
一
月
、
佐
藤
総
理
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
の
初
の
首
脳
会
談
が
開
か
れ
、
共
同
声
明
第
一
一
項
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
ら

れ
て
い
る
。

大
統
領
と
総
理
大
臣
は
、
琉
球
及
び
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
米
国
の
軍
事
施
設
が
極
東
の
安
全
の
た
め
重
要
で
あ
る
こ
と
を
認
め

た
。
総
理
大
臣
は
、
こ
れ
ら
の
諸
島
の
施
政
権
が
で
き
る
だ
け
早
い
機
会
に
日
本
へ
返
還
さ
れ
る
よ
う
に
と
の
願
望
を
表
明
し
、
さ

ら
に
、
琉
球
諸
島
の
住
民
の
自
治
の
拡
大
及
び
福
祉
の
一
層
の
向
上
に
対
し
深
い
関
心
を
表
明
し
た
。
大
統
領
は
、
施
政
権
返
還
に

対
す
る
日
本
の
政
府
及
び
国
民
の
願
望
に
対
し
て
理
解
を
示
し
、
極
東
に
お
け
る
自
由
世
界
の
安
全
保
障
上
の
利
益
が
、
こ
の
願
望

の
実
現
を
許
す
日
を
待
望
し
て
い
る
と
述
べ
た
。（
中
略
）
大
統
領
は
、
旧
小
笠
原
島
民
の
代
表
の
墓
参
を
好
意
的
に
検
討
す
る
こ

と
に
つ
い
て
同
意
し
た

（
18
）

。

こ
の
共
同
声
明
で
は
、
大
統
領
が
、「
極
東
に
お
け
る
自
由
世
界
の
安
全
保
障
の
利
益
」
と
述
べ
て
い
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
そ
の
利
益

（
一
四
二
）
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一
三

が
そ
こ
な
わ
れ
な
い
状
態
が
実
現
し
て
は
じ
め
て
、
施
政
権
の
返
還
が
可
能
に
な
る
と
な
っ
て
い
た
。
し
た
が
っ
て
、
施
政
権
の
返
還
は
、

極
東
情
勢
の
変
化
待
ち
で
あ
る
。

一
九
六
七
年
一
一
月
の
日
米
共
同
声
明
第
七
項
に
は
、
小
笠
原
返
還
に
つ
い
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
記
さ
れ
て
い
る
。

総
理
大
臣
と
大
統
領
は
、
小
笠
原
諸
島
の
地
位
に
つ
い
て
も
検
討
し
、
日
米
両
国
共
通
の
安
全
保
障
上
の
利
益
は
こ
れ
ら
諸
島
の
施

政
権
を
日
本
に
返
還
す
る
た
め
の
取
決
め
に
お
い
て
満
た
し
う
る
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。
よ
つ
て
、
両
者
は
、
こ
れ
ら
諸
島
の

日
本
へ
の
早
期
復
帰
を
こ
の
地
域
の
安
全
を
そ
こ
な
う
こ
と
な
く
達
成
す
る
た
め
の
具
体
的
な
取
決
め
に
関
し
、
両
国
政
府
が
直
ち

に
協
議
に
入
る
こ
と
に
合
意
し
た

（
19
）

。

こ
の
中
で
、「
日
米
両
国
共
通
の
安
全
保
障
上
の
利
益
は
こ
れ
ら
諸
島
の
施
政
権
を
日
本
に
返
還
す
る
た
め
の
取
決
め
に
お
い
て
満
た

し
う
る
」
と
の
文
言
が
あ
る
。
外
務
省
が
準
備
し
た
「
沖
縄
、
小
笠
原
問
題
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
改
訂
版
）
に
よ
れ
ば
、「
安
全
保
障

上
の
利
益
を
害
な
う
こ
と
な
く
小
笠
原
の
返
還
を
取
り
決
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
い
う
趣
旨
に
過
ぎ
」
な
い
と
あ
る

（
20
）

。
こ
の
利
益

は
、「
日
米
両
国
の
共
通
の
」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
こ
の
地
域
の
安
全
を
担
っ
て
き
た
ア
メ
リ
カ
の
安
全
保
障
上
の
利
益
が
そ
こ
な
わ

れ
な
い
、
と
判
断
し
た
こ
と
に
な
る
。

小
笠
原
の
返
還
要
求

補
償
問
題
、
墓
参
問
題
も
決
着
し
、
残
る
は
帰
島
問
題
お
よ
び
返
還
問
題
と
な
っ
た
。
一
九
六
七
年
六
月
の
衆
議
院
外
務
委
員
会
で
、

（
一
四
三
）
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三
木
外
務
大
臣
は
、
直
ち
に
小
笠
原
の
全
面
返
還
が
困
難
で
あ
れ
ば
、
過
渡
的
に
、
で
き
る
だ
け
全
面
返
還
に
近
づ
け
る
処
置
と
し
て
、

小
笠
原
の
帰
島
問
題
も
検
討
し
て
い
き
た
い
と
発
言
し
て
い
る

（
21
）

。
帰
島
が
先
で
、
返
還
は
そ
の
後
と
い
う
認
識
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
返

還
問
題
が
前
面
に
出
て
く
る
。

日
本
側
は
、
い
つ
ご
ろ
か
ら
、
小
笠
原
の
全
面
返
還
を
求
め
る
よ
う
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
旧
島
民
の
墓
参
も
ゆ
る
さ
れ
、
小
笠
原

の
軍
事
的
価
値
に
、
日
本
側
も
疑
問
を
い
だ
き
始
め
て
い
た
。
一
九
六
七
年
五
月
末
に
開
か
れ
た
日
米
安
全
保
障
協
議
委
員
会
（
い
わ
ゆ

る
2
プ
ラ
ス
2
）
の
小
委
員
会
で
、
日
本
側
は
小
笠
原
諸
島
の
軍
事
的
価
値
の
評
価
を
ア
メ
リ
カ
側
に
求
め
た
。
こ
れ
を
受
け
、
統
合
参

謀
本
部
は“M

ilitary U
tility of the B

onins ”

と
題
す
る
六
月
二
九
日
付
の
報
告
書
を
ロ
バ
ー
ト
・
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
に
提
出
し

て
い
る
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
小
笠
原
諸
島
の
軍
事
的
価
値
は
き
わ
だ
っ
た
も
の
で
は
な
い
が
、
現
行
の
軍
事
活
動
の
レ
ベ
ル
だ
け
で
、
基

地
の
価
値
は
評
価
で
き
な
い
。
現
時
点
の
ア
ジ
ア
の
安
全
保
障
情
勢
は
不
安
定
で
あ
り
、
小
笠
原
諸
島
の
施
政
権
を
日
本
に
返
還
で
き
な

い
、
と
記
さ
れ
て
い
た

（
22
）

。

日
本
側
が
正
式
に
小
笠
原
の
返
還
要
求
を
し
た
の
は
、
一
九
六
七
年
七
月
一
五
日
の
三
木
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
会
談
に
お
い

て
で
あ
っ
た

（
23
）

。
そ
の
後
、
同
年
九
月
の
三
木
大
臣
の
訪
米
、
一
一
月
の
佐
藤
総
理
の
訪
米
へ
と
続
き
、
最
終
的
に
佐
藤
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会

談
で
、
小
笠
原
の
返
還
が
決
ま
る
。

も
ち
ろ
ん
、
日
米
間
に
小
笠
原
返
還
問
題
だ
け
が
存
在
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
も
う
ひ
と
つ
の
領
土
問
題
で
あ
る
沖
縄
返
還
に
向

け
、
返
還
時
期
と
い
う
時
間
的
要
素
を
共
同
声
明
の
中
に
ど
れ
だ
け
盛
り
込
め
る
か
、
ま
た
、
日
本
政
府
が
ア
メ
リ
カ
側
の
要
請
（
ベ
ト

ナ
ム
戦
争
へ
の
支
持
、
東
南
ア
ジ
ア
へ
の
経
済
援
助
の
拡
大
、
国
際
収
支
の
改
善
等
）
に
ど
れ
だ
け
応
え
ら
れ
る
か
と
い
っ
た
問
題
が
、
パ
ッ

ケ
ー
ジ
を
な
し
て
い
た
。
そ
の
中
で
、
沖
縄
返
還
と
切
り
離
す
形
で
、
小
笠
原
返
還
が
可
能
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

（
一
四
四
）
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一
五

ア
メ
リ
カ
政
府
内
の
議
論

小
笠
原
の
返
還
を
め
ぐ
り
、
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
、
ど
の
よ
う
な
議
論
が
あ
っ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
後
の
小
笠
原
核

持
ち
込
み
密
約
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
か
ら
だ
。

一
〇
月
下
旬
、
一
一
月
の
佐
藤
訪
米
に
向
け
、
共
同
声
明
の
調
整
が
進
ん
で
い
た
。
小
笠
原
返
還
に
直
接
関
連
す
る
国
務
省
、
国
防
省
、

統
合
参
謀
本
部
の
考
え
は
、
ほ
ぼ
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
た
。
国
務
省
お
よ
び
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
は
小
笠
原
の
返
還
に
賛
成
の
立

場
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
、
統
合
参
謀
本
部
は
、
小
笠
原
の
現
状
維
持
が
望
ま
し
い
と
し
、
次
善
の
策
と
し
て
、
少
な
く
と
も
、
父
島

と
硫
黄
島
の
保
有
を
主
張
し
て
い
た

（
24
）

。

前
述
の
よ
う
に
、
小
笠
原
の
核
兵
器
は
す
で
に
撤
去
さ
れ
、
将
来
、
核
を
貯
蔵
す
る
計
画
も
存
在
し
な
か
っ
た
。
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ス
ク

国
務
長
官
お
よ
び
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
は
、
小
笠
原
返
還
に
あ
た
り
、
核
貯
蔵
権
が
な
く
と
も
、
米
軍
の
立
場
は
な
ん
ら
そ
こ
な
わ
れ

な
い
と
考
え
て
い
た

（
25
）

。

実
際
、
小
笠
原
諸
島
の
軍
事
施
設
は
非
常
に
限
ら
れ
て
い
た
。
一
九
六
七
年
六
月
三
〇
日
の
時
点
で
、
七
七
名
（
海
軍
三
三
名
、
空
軍

四
四
名
）
の
軍
人
が
常
駐
す
る
だ
け
で
あ
っ
た
。
そ
の
他
、
軍
属
が
五
八
名
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
統
合
参
謀
本
部
と
し
て
も
、
小
笠

原
の
軍
事
的
価
値
を
高
く
評
価
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
将
来
、
緊
急
事
態
が
発
生
し
た
場
合
、
そ
れ
に
対
応
す
る
た
め
、
非
常
用
基

地
と
し
て
の
活
用
が
考
え
ら
れ
て
い
た
の
で
あ
る

（
26
）

。

東
京
で
交
渉
に
あ
た
っ
て
い
た
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
日
本
側
は
全
島
一
括
返
還
を
要
求
し
て
お
り
、
安
全
保
障
上
の
明
確
な
根
拠
も

な
く
、
部
分
返
還
を
行
え
ば
、
小
笠
原
返
還
の
価
値
が
ひ
ど
く
そ
こ
な
わ
れ
る
、
と
部
分
返
還
に
懸
念
を
示
す
意
見
を
本
省
に
具
申
し
て

い
た

（
27
）

。
最
終
的
に
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
意
見
具
申
ど
お
り
、
小
笠
原
の
施
政
権
は
一
括
返
還
さ
れ
る
。

（
一
四
五
）
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一
六

小
笠
原
の
一
括
返
還
か
部
分
返
還
か
と
は
別
に
、
小
笠
原
に
お
け
る
将
来
の
核
貯
蔵
の
問
題
は
、
重
大
な
懸
案
事
項
と
し
て
首
脳
会
談

ま
で
持
ち
越
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
一
一
月
五
日
、
本
省
か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
宛
の
訓
令
が
発
出
さ
れ
た
。
そ
れ
に
よ
る
と
、
小
笠
原

の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
内
容
は
つ
ぎ
の
と
お
り
で
あ
る
。
ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
は
、
小
笠
原
諸
島
へ
の
核
兵
器
の
配
備
の
必
要
性
が
差

し
迫
っ
て
い
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
今
後
、
起
り
う
る
非
常
事
態
に
備
え
、
小
笠
原
諸
島
に
関
す
る
協
議
に
お
い
て
、
核
配
備
の
問
題

を
協
議
す
る
権
利
を
留
保
す
る
旨
を
佐
藤
総
理
お
よ
び
三
木
大
臣
に
伝
え
る
こ
と
。
ま
た
、
小
笠
原
の
解
決
方
法
は
、
沖
縄
の
先
例
と
な

る
も
の
で
は
な
い
こ
と
を
明
確
に
す
る
こ
と

（
28
）

。
こ
の
訓
令
は
、
統
合
参
謀
本
部
の
前
述
の
立
場
を
考
慮
し
て
発
せ
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。

具
体
的
に
は
、
敵
潜
水
艦
に
よ
る
脅
威
が
及
ぶ
事
態
、
お
よ
び
、
琉
球
・
マ
リ
ア
ナ
諸
島
に
核
兵
器
を
貯
蔵
で
き
な
い
事
態
へ
の
対
処

が
考
え
ら
れ
て
い
た
。
小
笠
原
に
対
潜
水
艦
兵
器
の
貯
蔵
が
必
要
と
な
る
緊
急
事
態
に
備
え
る
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
点
に
つ
き
、
日
本

側
か
ら
ど
の
よ
う
に
し
て
了
解
を
得
る
か
、
そ
の
方
法
が
ア
メ
リ
カ
政
府
内
で
議
論
さ
れ
て
い
る
。
ひ
と
つ
の
方
法
と
し
て
、
こ
う
し
た

要
請
に
好
意
的
考
慮
を
払
う
こ
と
を
日
本
政
府
が
な
ん
ら
か
の
形
で
保
証
す
る
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
。
ま
た
、
理
論
的
に
は
、
日
本

側
が
事
前
協
議
を
放
棄
す
る
と
い
う
方
法
も
考
え
ら
れ
て
い
た

（
29
）

。

一
一
月
五
日
の
訓
令
を
受
け
、
翌
六
日
、
三
木
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
が
開
か
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
を
説
明
す
る

と
、
三
木
は
明
ら
か
に
動
揺
を
示
し
た
と
い
う
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
三
木
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
た
。
小
笠
原
に
関
す
る
共
同
声
明
の
発
出

に
先
立
ち
、
ま
た
、
発
出
の
条
件
と
し
て
、
小
笠
原
に
お
け
る
核
兵
器
に
関
す
る
同
意
を
日
本
側
に
求
め
て
い
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、

ア
メ
リ
カ
側
は
、
小
笠
原
返
還
に
関
す
る
詳
細
な
交
渉
が
行
わ
れ
る
際
、
現
行
の
安
全
保
障
条
約
の
枠
組
み
で
、
本
件
を
日
本
側
に
提
起

し
、
協
議
し
た
上
、
合
意
に
達
す
る
こ
と
を
希
望
す
る

（
30
）

。

小
笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
問
題
を
ど
の
よ
う
な
形
に
お
さ
め
る
の
か
、
小
笠
原
返
還
協
定
交
渉
の
主
要
な
課
題
と
な
っ
て
く
る
。

（
一
四
六
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

一
七

三
．
小
笠
原
返
還
に
関
す
る
文
書

文
書
一
覧

小
笠
原
返
還
協
定
調
印
時
に
、
日
米
間
で
ど
の
よ
う
な
文
書
が
交
わ
さ
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
し
て
お
き
た
い
。
そ
の
全
体
像
を
示
す

文
書
が
、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
に
残
さ
れ
て
い
る
。
同
大
学
出
身
の
三
木
武
夫
元
総
理
の
関
連
文
書
で
あ
る
。
三
木
は
、

一
九
六
六
年
一
二
月
か
ら
一
九
六
八
年
一
〇
月
ま
で
外
務
大
臣
を
つ
と
め
た
。
一
九
六
七
年
一
一
月
の
日
米
首
脳
会
談
で
小
笠
原
返
還
が

決
ま
り
、
翌
六
八
年
四
月
の
小
笠
原
返
還
協
定
の
署
名
に
い
た
る
時
期
、
外
務
省
の
最
高
首
脳
と
し
て
陣
頭
指
揮
に
あ
た
っ
て
い
た
こ
と

に
な
る
。

同
セ
ン
タ
ー
が
所
蔵
す
る
三
木
武
夫
文
書
に
は
、
こ
れ
ま
で
の
外
交
記
録
公
開
で
は
公
開
さ
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
ア
メ
リ
カ
国
立
公
文

書
館
や
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
統
領
図
書
館
で
も
非
公
開
と
な
っ
て
い
る
文
書
が
存
在
す
る

（
31
）

。
三
木
文
書
を
手
が
か
り
に
、
ま
ず
、
小
笠
原
返
還

協
定
締
結
時
に
い
か
な
る
文
書
が
日
米
間
に
取
り
交
わ
さ
れ
た
の
か
を
確
認
し
て
お
き
た
い
。

三
木
文
書
の
中
に
、﹇
小
笠
原
返
還
﹈
と
い
う
表
題
で
「
目
次
」
と
い
う
文
書
が
存
在
す
る

（
32
）

。
小
笠
原
返
還
協
定
署
名
時
に
、
日
米
間

で
交
わ
さ
れ
た
文
書
の
一
覧
で
あ
る
。
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
．
小
笠
原
諸
島
返
還
協
定　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
公
表
）　

署
名

二
．
摺
鉢
山
記
念
碑
に
関
す
る
外
務
大
臣
書
簡　

　
　
　
　
　
　
（
公
表
）　

署
名

三
．
先
例
問
題
に
関
す
る
外
務
大
臣
発
言　

　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
公
表
）

（
一
四
七
）
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一
八

四
．
在
小
笠
原
動
産
購
入
に
関
す
る
外
務
大
臣
発
言　

　
　
　
　
（
不
公
表
）

五
．
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録　

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
不
公
表
）「
イ
ニ
シ
ア
ル
」

六
．
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録
を
補
足
す
る
口
頭
発
言　
（
不
公
表
）

七
．
施
設
区
域
に
関
す
る
合
同
委
員
会
議
事
録　

　
　
　
　
　
　
（
不
公
表
）「
イ
ニ
シ
ア
ル
」

全
部
で
七
つ
の
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。
最
初
の
ふ
た
つ
の
文
書
に
は
、「
公
表
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
は
外
務
省
が
編
纂
す
る

条
約
集
に
も
掲
載
さ
れ
て
い
る
。
残
り
の
五
文
書
は
不
公
表
と
あ
る
。
返
還
後
の
小
笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
文
書
は
、
五
．
と

六
．
で
あ
る
。
手
書
き
の
文
書
で
、
筆
跡
か
ら
、
東
郷
ア
メ
リ
カ
局
長
が
英
文
か
ら
日
本
語
に
翻
訳
し
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
前
述
の
よ

う
に
、「
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録
」
を
「
討
議
の
記
録
」、「
事
前
協
議
に
関
す
る
討
議
の
記
録
を
補
足
す
る
口
頭
発
言
」
を

「
口
頭
発
言
」
と
記
す
。

「
討
議
の
記
録
」
に
、「
イ
ニ
シ
ア
ル
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
小
笠
原
返
還
協
定
へ
の
署
名
が
行
わ
れ
た
一
九
六
八
年
四
月
五
日
、
三
木

外
務
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
間
で
イ
ニ
シ
ア
ル
さ
れ
た
と
い
う
意
味
で
あ
る
。

こ
の
二
つ
の
文
書
は
、
そ
の
重
要
性
に
鑑
み
、
以
下
、
そ
の
ま
ま
記
し
て
お
く
。
な
お
、「
討
議
の
記
録
」
の
英
文
は
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン

大
統
領
図
書
館
で
公
開
さ
れ
て
お
り
、
両
文
書
の
趣
旨
に
変
わ
り
は
な
い

（
33
）

。

「
討
議
の
記
録
」

（
事
前
協
議
）
│
討
議
の
記
録

（
一
四
八
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

一
九

本
日
の
小
笠
原
諸
島
返
還
協
定
署
名
に
先
立
ち
、
外
務
大
臣
と
米
大
使
と
の
間
に
次
の
発
言
が
交
さ
れ
た
。

大
使
│
小
笠
原
或
は
火
山
列
島
に
核
兵
器
貯
蔵
を
必
要
と
す
る
様
な
非
常
事
態
生
起
の
際
は
、
米
国
は
此
の
問
題
を
日
本
政
府
に
提
起

し
、
こ
の
様
な
申
出
は
日
本
を
含
む
此
の
地
域
の
死
活
の
安
全
に
不
可
缺
の
場
合
で
な
け
れ
ば
為
さ
れ
ぬ
こ
と
に
鑑
み
、
日
本
政
府
の
好

意
的
な
反
応
を
期
待
す
る
で
あ
ろ
う
。

大
臣
│
安
保
条
約
第
六
條
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
に
従
い
、
日
本
に
在
る
米
軍
の
装
備
の
重
要
な
変
更
は
、
非
常
事
態
も
含
み
、
日

本
政
府
と
の
事
前
協
議
の
主
題
と
さ
れ
て
い
る
。
貴
大
使
の
言
は
れ
た
事
例
は
正
し
く
右
の
事
前
協
議
の
主
題
と
な
る
も
の
で
あ
る
。
こ

の
際
本
大
臣
は
、
貴
大
使
の
述
べ
ら
れ
た
よ
う
な
場
合
、
日
本
政
府
は
協
議
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
し
か
申
上
げ
ら
れ
な
い

（
34
）

。

「
口
頭
発
言
」

（「
事
前
協
議
」
の
補
足
）
│
口
頭

大
臣
│
こ
の
際
核
政
策
に
対
す
る
日
本
政
府
の
立
場
に
つ
い
て
の
最
近
の
公
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
注
意
を
喚
起
し
た
い
。
佐
藤
総
理

は
一
月
二
十
七
日
の
今
國
会
の
施
政
方
針
演
説
に
お
い
て
、「
わ
れ
わ
れ
は
核
兵
器
の
絶
滅
を
念
願
し
、
自
ら
も
あ
え
て
こ
れ
を
保
有
せ

ず
、
そ
の
持
込
み
も
許
さ
な
い
決
意
で
あ
り
ま
す
。」
と
述
べ
て
い
ま
す
。

大
使
│
私
は
貴
大
臣
の
言
及
さ
れ
た
総
理
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
よ
く
承
知
し
て
い
ま
す
。
貴
大
臣
が
こ
れ
に
言
及
さ
れ
た
こ
と
は
、

私
が
挙
げ
た
よ
う
な
場
合
に
、
日
本
政
府
は
安
保
條
約
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
従
い
協
議
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
云
う
貴
大
臣
の
前
の
ス
テ
ー

ト
メ
ン
ト
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
し
ま
す
。

大
臣
│
然
り

（
35
）

。

（
一
四
九
）
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二
〇

「
討
議
の
記
録
」「
口
頭
発
言
」
の
比
較

「
討
議
の
記
録
」
の
英
文
ド
ラ
フ
ト
は
、
日
米
双
方
に
残
さ
れ
て
い
る
。
日
本
側
に
残
さ
れ
て
い
る
同
案
の
日
付
は
、
一
九
六
八
年
三

月
一
九
日
と
な
っ
て
い
る

（
36
）

。
在
京
米
大
使
館
か
ら
本
省
に
送
ら
れ
た
同
案
の
文
面
は
こ
れ
と
ま
っ
た
く
同
じ
で
あ
り
、
発
電
は
三
月
二
一

日
と
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
三
月
二
〇
日
前
後
に
、「
討
議
の
記
録
」
の
文
案
が
確
定
し
た
と
思
わ
れ
る
。

「
討
議
の
記
録
」
と
「
口
頭
発
言
」
を
比
較
す
る
と
、
ほ
ぼ
同
じ
こ
と
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
問
題
は
、
非
常
時
、
返
還
後
の
小
笠
原

に
お
け
る
核
兵
器
貯
蔵
に
、
日
本
側
が
ど
の
よ
う
に
応
じ
る
か
で
あ
っ
た
。
小
笠
原
に
残
さ
れ
る
米
軍
施
設
の
取
り
扱
い
が
、
日
米
安
保

条
約
下
で
処
理
さ
れ
る
こ
と
は
、
一
九
六
七
年
一
一
月
の
日
米
共
同
声
明
に
明
記
さ
れ
て
い
る
。
同
第
七
項
に
、「
総
理
大
臣
と
大
統
領

は
、
米
国
が
、
小
笠
原
諸
島
に
お
い
て
両
国
共
通
の
安
全
保
障
上
必
要
な
軍
事
施
設
及
び
区
域
を
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
と
の
間
の

相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
に
基
づ
い
て
保
持
す
べ
き
こ
と
に
意
見
が
一
致
し
た
。」
と
あ
る
か
ら
だ
。
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
日
米

安
保
条
約
第
六
条
の
実
施
に
関
す
る
交
換
公
文
﹇
注
：
事
前
協
議
を
定
め
た
も
の
で
あ
る
。﹈
も
適
用
さ
れ
、
小
笠
原
へ
の
核
兵
器
貯
蔵

は
、
装
備
に
お
け
る
重
要
な
変
更
に
該
当
し
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
。

「
討
議
の
記
録
」
で
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
非
常
事
態
生
起
の
際
、
日
本
政
府
に
核
兵
器
貯
蔵
の
問
題
を
提
起
し
、
日
本
政
府
か
ら

好
意
的
な
反
応
を
期
待
す
る
旨
を
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、
三
木
大
臣
は
、
事
前
協
議
に
も
と
づ
き
、
協
議
を
行
う
と
し
か
述
べ
ら

れ
な
い
と
返
答
し
て
い
る
。
こ
の
文
面
か
ら
は
、
事
前
協
議
の
適
用
を
三
木
大
臣
は
述
べ
て
い
る
に
し
か
過
ぎ
な
い
と
も
受
け
取
れ
る
。

「
口
頭
発
言
」
で
、
三
木
大
臣
は
、
ま
ず
、
一
九
六
八
年
一
月
二
八
日
の
佐
藤
総
理
の
施
政
方
針
演
説
に
触
れ
て
い
る
。
非
核
三
原
則

が
盛
り
込
ま
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
佐
藤
総
理
に
よ
る
非
核
三
原
則
の
表
明
が
あ
っ
た
に
し
て
も
、

先
の
「
討
議
の
記
録
」
の
内
容
に
変
更
は
な
い
と
の
解
釈
を
示
し
、
三
木
大
臣
も
「
然
り
」
と
応
じ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、「
口
頭
発

（
一
五
〇
）
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二
一

言
」
は
、「
討
議
の
記
録
」
を
確
認
し
た
だ
け
と
も
読
め
る
。

し
か
し
な
が
ら
、「
討
議
の
記
録
」
お
よ
び
「
口
頭
発
言
」
は
、
核
持
ち
込
み
と
は
何
か
を
理
解
す
る
上
で
、
重
要
な
意
味
を
も
っ
て

い
た
。
さ
ら
に
、
こ
れ
ら
文
書
は
、
沖
縄
返
還
交
渉
に
お
け
る
沖
縄
核
持
ち
込
み
密
約
へ
と
連
な
っ
て
く
る
。
こ
の
こ
と
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
、
次
節
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
お
よ
び
「
口
頭
発
言
」
が
作
成
さ
れ
た
経
緯
を
た
ど
り
た
い
。

四
．「
討
議
の
記
録
」「
口
頭
発
言
」
作
成
の
経
緯

核
持
ち
込
み
を
め
ぐ
る
ア
メ
リ
カ
側
交
渉
方
針

一
九
六
七
年
一
二
月
二
二
日
付
の
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
Ｐ
・
バ
ン
デ
ィ
東
ア
ジ
ア
太
平
洋
担
当
国
務
次
官
補
か
ら
デ
ィ
ー
ン
・
ラ
ス
ク
国
務

長
官
宛
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
、
小
笠
原
返
還
協
定
交
渉
の
開
始
に
あ
た
り
、
在
京
米
大
使
館
宛
の
訓
令
案
が
記
さ
れ
て
い
る

（
37
）

。
実
際
、
こ

れ
が
在
京
米
大
使
館
宛
の
訓
令
と
な
る

（
38
）

。
こ
の
訓
令
に
も
と
づ
き
、
交
渉
が
進
め
ら
れ
る
。
訓
令
に
よ
れ
ば
、
小
笠
原
の
核
持
ち
込
み
の

扱
い
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。

小
笠
原
諸
島
に
核
兵
器
を
貯
蔵
し
、
使
用
す
る
権
利
を
で
き
れ
ば
確
保
し
た
い
。
し
か
し
な
が
ら
、
本
件
に
日
本
側
が
敏
感
に
反
応
す

る
こ
と
を
考
慮
す
る
必
要
が
あ
り
、
ま
た
、
現
時
点
に
お
い
て
、
核
兵
器
を
貯
蔵
す
る
た
め
に
、
小
笠
原
諸
島
を
使
用
す
る
緊
急
時
の
計

画
は
存
在
し
な
い
。
そ
こ
で
、
小
笠
原
諸
島
に
お
け
る
核
貯
蔵
権
に
日
本
側
の
同
意
を
得
る
こ
と
は
か
な
ら
ず
し
も
ア
メ
リ
カ
側
の
利
益

に
な
る
と
は
考
え
て
い
な
い
。
と
は
い
え
、
日
本
本
土
に
核
を
貯
蔵
す
る
こ
と
に
は
政
治
的
制
約
が
あ
り
、
小
笠
原
諸
島
に
同
様
の
制
約

が
適
用
さ
れ
な
い
こ
と
を
望
む
。
緊
急
事
態
の
際
、
核
兵
器
を
貯
蔵
す
る
た
め
、
小
笠
原
諸
島
を
使
用
す
る
こ
と
を
日
本
政
府
に
要
請
す

る
。
か
か
る
要
請
は
同
地
域
の
安
全
に
と
っ
て
不
可
欠
な
場
合
に
か
ぎ
り
行
わ
れ
る
の
で
、
ア
メ
リ
カ
側
は
日
本
政
府
か
ら
好
意
的
な
反

（
一
五
一
）
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二
二

応
を
期
待
す
る
。
ア
メ
リ
カ
側
の
こ
う
し
た
発
言
は
、
な
ん
ら
か
の
形
で
公
式
記
録
に
残
す
が
、
日
本
側
か
ら
返
答
を
求
め
る
つ
も
り
は

な
い
。

以
上
の
内
容
は
、
ア
メ
リ
カ
外
交
文
書
集
（F

R
U

S

）
に
掲
載
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
記
述
に
注
9
が
付
さ
れ
て
い
る

（
39
）

。
そ
れ
に

よ
る
と
、
一
二
月
、
太
平
洋
軍
最
高
司
令
官
は
統
合
参
謀
本
部
に
対
し
、
小
笠
原
諸
島
で
核
兵
器
を
貯
蔵
・
使
用
す
る
無
制
限
の
権
利
を

取
得
す
る
よ
う
勧
告
し
て
い
る
。
た
だ
、
統
合
参
謀
本
部
内
で
は
意
見
が
分
か
れ
た
と
い
う
。
こ
う
し
た
無
制
限
の
権
利
を
主
張
す
る
グ

ル
ー
プ
が
あ
る
一
方
、
将
来
、
核
兵
器
の
貯
蔵
を
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
事
態
に
い
た
っ
た
と
き
、
こ
の
問
題
を
協
議
す
る
こ
と
に

日
本
側
の
同
意
を
得
れ
ば
よ
い
と
す
る
グ
ル
ー
プ
で
あ
る
。
結
局
、
マ
ク
ナ
マ
ラ
国
防
長
官
は
、
後
者
の
グ
ル
ー
プ
の
考
え
を
採
用
し
た
。

同
長
官
同
様
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
国
務
次
官
も
、
こ
う
し
た
無
制
限
の
権
利
を
日
本
側
に
要
求
す
る
と
、
交
渉
が
行
き
詰
ま
っ
て
し
ま
い
、
日

米
関
係
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す
と
い
う
意
見
で
あ
っ
た
。

三
木
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
（
一
九
六
七
年
一
二
月
二
八
日
）

一
二
月
二
八
日
、
将
来
、
核
貯
蔵
の
た
め
に
小
笠
原
を
使
用
す
る
可
能
性
に
つ
い
て
、
三
木
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
通
訳
だ
け
を
伴
い
、

会
談
し
て
い
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
ま
ず
、
一
一
月
六
日
の
三
木
・
ジ
ョ
ン
ソ
ン
会
談
を
三
木
に
想
起
さ
せ
て
い
る
。
前
述
の
よ
う
に
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
が

返
還
後
の
小
笠
原
に
核
を
持
ち
込
む
問
題
を
提
起
し
、
三
木
が
動
揺
し
た
と
き
の
こ
と
で
あ
る
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
訓
令
に
あ
る
小
笠
原

の
核
持
ち
込
み
に
関
す
る
文
書
を
三
木
に
手
交
し
、
こ
の
文
書
に
日
本
政
府
の
返
答
は
期
待
し
な
い
旨
を
付
け
加
え
た

（
40
）

。

こ
れ
に
、
三
木
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
政
府
が
、
小
笠
原
で
核
兵
器
を
使
用
す
る
可
能
性
を
考
慮
す
る
非
常
事
態

（
一
五
二
）
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信
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二
三

は
、
日
本
の
利
益
に
も
深
く
関
与
す
る
こ
と
と
な
る
。
ア
メ
リ
カ
側
に
よ
る
核
貯
蔵
の
要
請
は
、
現
状
と
は
大
幅
に
異
な
る
雰
囲
気
で
検

討
さ
れ
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
核
貯
蔵
と
い
う
危
機
的
問
題
は
、
小
笠
原
と
い
っ
た
特
定
の
地
域
だ
け
で
は
な
く
、
日
本
全
体
か
ら
考
慮
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。
同
じ
日
本
で
、
地
域
に
よ
り
原
則
の
線
引
き
を
変
え
る
の
は
非
常
に
困
難
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
う
し
た

文
書
が
リ
ー
ク
さ
れ
、
日
本
政
府
が
直
面
す
る
根
本
問
題
で
あ
る
沖
縄
返
還
交
渉
で
混
乱
さ
せ
ら
れ
る
こ
と
を
懸
念
す
る
。
た
と
え
返
答

は
必
要
な
い
に
し
て
も
、
こ
う
し
た
文
書
を
や
り
と
り
す
る
必
要
は
な
い
と
感
じ
て
い
る
。

日
本
側
の
返
答
は
必
要
な
い
と
し
て
も
、
三
木
は
、
こ
う
し
た
文
書
を
公
式
記
録
に
残
す
こ
と
自
体
、
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た
。

結
局
、
こ
の
件
は
、
あ
ら
た
め
て
協
議
す
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
六
八
年
一
月
四
日
付
の
国
務
省
か
ら
在
京
米
大
使
館
宛
の
電
報
に
は
、
核
問
題
と
小
笠
原
返
還
協
定
交
渉
に
つ
い
て
、
先
に
三
木

に
示
し
た
内
容
を
文
書
と
し
て
日
本
政
府
に
手
交
す
る
と
い
う
方
式
に
こ
だ
わ
ら
な
い
旨
が
示
さ
れ
て
い
る

（
41
）

。
三
木
が
示
唆
し
た
よ
う

に
、
リ
ー
ク
の
危
険
性
が
あ
る
な
ら
、
他
の
方
法
で
も
よ
い
と
い
う
の
だ
。
ア
メ
リ
カ
側
と
し
て
は
、
外
務
省
に
そ
う
し
た
記
録
の
コ

ピ
ー
が
保
管
さ
れ
る
と
い
っ
た
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
側
の
立
場
が
受
け
継
が
れ
る
こ
と
が
重
要
だ
と
考
え
て
い
た
。
こ
の
部
分
に
括
弧
書

き
で
、「
お
そ
ら
く
一
九
六
〇
年
の
特
別
な
取
決
め
と
同
じ
よ
う
な
や
り
方
で
行
わ
れ
る
。
こ
の
取
決
め
は
リ
ー
ク
さ
れ
て
い
な
い
。」
と

記
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
、
一
九
六
〇
年
の
安
保
改
定
時
の
朝
鮮
議
事
録
お
よ
び
討
議
の
記
録
を
指
し
て
い
る
の
だ
ろ
う

（
42
）

。

「
討
議
の
記
録
」
の
作
成

そ
の
後
、
日
米
間
で
こ
の
問
題
が
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た
の
か
、
か
な
ら
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
。
バ
ン
デ
ィ
国
務
次
官
補
か
ら
ラ

ス
ク
国
務
長
官
宛
の
三
月
二
三
日
付
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
れ
ば
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
小
笠
原
返
還
に
関
す
る
一
連
の
文
書
の
交
渉
が

（
一
五
三
）
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二
四

終
了
し
、
本
省
の
承
認
を
待
つ
の
み
の
状
況
に
あ
る
旨
報
告
し
て
い
る
。
こ
の
一
連
の
文
書
の
中
に
、oral statem

ents on nuclear 

storage
が
存
在
す
る
。「
討
議
の
記
録
」
で
あ
る
。
同
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
に
よ
れ
ば
、
調
印
日
は
四
月
二
日
が
予
定
さ
れ
て
い
る

（
43
）

。

こ
の
メ
モ
ラ
ン
ダ
ム
で
、
小
笠
原
に
お
け
る
核
の
貯
蔵
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
ア
メ
リ
カ
側
は
緊
急
時
に
核
の
貯
蔵
を

日
本
政
府
に
要
請
し
、
日
本
政
府
の
好
意
的
な
反
応
が
期
待
さ
れ
る
。
日
本
政
府
は
、
か
か
る
状
況
下
で
、
日
米
安
保
条
約
の
事
前
協
議

に
入
る
こ
と
に
同
意
す
る
。

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
日
本
側
の
好
意
的
な
反
応
を
期
待
す
る
と
の
提
案
に
は
、
わ
ず
か
な
が
ら
利
点
が
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。
と
い

う
の
も
、
核
貯
蔵
に
つ
い
て
日
本
側
が
協
議
に
入
る
こ
と
を
明
確
に
約
束
し
て
い
る
か
ら
だ
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
曰
く
、
日
本
側
は
こ
れ
ま
で

こ
う
し
た
立
場
を
明
確
に
す
る
こ
と
を
避
け
て
き
た
と
い
う
。

三
月
二
五
日
付
の
国
務
省
発
在
京
米
大
使
館
宛
公
電
に
よ
れ
ば
、
調
印
式
で
交
わ
さ
れ
る
文
書
の
最
終
調
整
が
行
わ
れ
て
い
る
。
国
務

省
側
で
は
、
核
貯
蔵
に
関
す
る
三
木
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
発
言
は
文
書
化
さ
れ
る
の
は
当
然
だ
と
考
え
て
い
た
。
ま
た
、
こ
の
文
書
の
機
密

指
定
が
い
か
な
る
も
の
に
な
る
か
を
在
京
米
大
使
館
に
問
い
合
わ
せ
て
い
る

（
44
）

。
こ
の
よ
う
な
や
り
と
り
を
経
て
、
三
月
二
九
日
、
国
務
省

か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
、
小
笠
原
返
還
協
定
（
関
連
文
書
を
含
め
）
を
締
結
し
、
署
名
す
る
権
限
が
与
え
ら
れ
た

（
45
）

。
四
月
二
日
、
牛
場
信

彦
外
務
次
官
か
ら
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
、
四
月
五
日
午
前
、
小
笠
原
返
還
協
定
を
承
認
す
る
閣
議
が
行
わ
れ
る
と
の
連
絡
が
あ
っ
た
。
牛

場
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
は
、
同
日
午
後
四
時
に
、
調
印
式
を
行
う
こ
と
で
合
意
す
る

（
46
）

。

三
木
大
臣
の
異
論

四
月
五
日
の
小
笠
原
返
還
協
定
調
印
に
向
け
、
す
べ
て
の
準
備
は
整
っ
た
か
に
思
わ
れ
た
。
と
こ
ろ
が
、
調
印
式
の
日
時
を
定
め
た
四

（
一
五
四
）
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二
五

月
二
日
に
な
っ
て
、
三
木
大
臣
が
、「
討
議
の
記
録
」
を
残
す
こ
と
に
異
議
を
唱
え
始
め
る
こ
と
と
な
る
。
ど
の
よ
う
な
経
過
を
た
ど
っ

た
の
で
あ
ろ
う
か
。

四
月
三
日
付
の
国
務
省
発
在
京
米
大
使
館
宛
公
電
で
、
バ
ン
デ
ィ
国
務
次
官
補
は
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
伝
え
て
い
る
。

三
木
大
臣
は
、
小
笠
原
返
還
協
定
調
印
の
土
壇
場
に
な
っ
て
、
小
笠
原
返
還
の
取
決
め
、
と
り
わ
け
核
の
問
題
に
関
す
る
取
決
め
（「
討

議
の
記
録
」
を
指
す
。）
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
。
貴
使
（
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
）
と
同
様
、
当
方
に
も
い
や
な
後
味
が
残
っ
た
。
三
木
大

臣
は
、
一
月
二
七
日
の
佐
藤
総
理
の
施
政
方
針
演
説
（
非
核
三
原
則
）
に
言
及
す
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
三
木
の
発
言
を
受
け
入
れ
た
と

し
て
も
、
ア
メ
リ
カ
側
が
望
み
う
る
最
大
限
の
こ
と
は
「
討
議
の
記
録
」
に
盛
り
込
ま
れ
て
い
る
と
考
え
る
。
た
だ
、
貴
使
の
考
え
と
同

様
、「
口
頭
発
言
」
は
な
い
方
が
望
ま
し
い
だ
ろ
う
。
土
壇
場
に
な
っ
て
、
三
木
が
こ
の
方
式
（「
討
議
の
記
録
」）
を
み
だ
り
に
変
更
し
よ

う
と
す
る
な
ら
、
貴
使
が
小
笠
原
返
還
協
定
に
署
名
し
な
い
と
し
て
も
、
当
方
は
貴
使
を
全
面
的
に
支
持
す
る

（
47
）

。

さ
ら
に
、
こ
の
電
報
に
よ
る
と
、
バ
ン
デ
ィ
の
要
請
に
よ
り
、
四
月
二
日
夜
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
日
本
部
長
が
下
田
駐
米
大
使
と
非
公
式
に

会
談
し
て
い
る
。
そ
の
際
、
ス
ナ
イ
ダ
ー
は
、
土
壇
場
に
な
っ
て
三
木
が
核
の
問
題
を
変
更
し
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
に
不
快
感
を
表
明

し
た
。
下
田
大
使
も
こ
の
事
態
に
驚
い
た
様
子
で
、
直
ち
に
牛
場
事
務
次
官
に
連
絡
す
る
と
述
べ
た
と
い
う
。

な
お
、
こ
の
点
に
関
す
る
日
本
側
の
記
録
に
よ
れ
ば
、
四
月
二
日
、
下
田
大
使
の
公
邸
で
開
か
れ
た
レ
セ
プ
シ
ョ
ン
の
際
、
ス
ナ
イ

ダ
ー
は
、
非
常
に
思
い
つ
め
た
様
子
で
、
館
員
に
つ
ぎ
の
よ
う
に
内
話
し
た
。

目
下
貴
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
間
で
返
か
ん
後
の
オ
ガ
サ
ワ
ラ
に
対
す
る
核
原
則
の
適
用
問
題
に
関
連
し
て
話
合
い
が
行
き

づ
ま
つ
て
い
る
が
、
本
件
は
米
国
で
は
極
め
て
機
微
な
事
項
で
あ
り
、
せ
つ
か
く
こ
こ
ま
で
ま
と
ま
つ
た
交
渉
が
こ
の
段
階
で
御
破

（
一
五
五
）
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二
六

算
に
な
る
こ
と
を
お
そ
れ
て
い
る
次
第
で
あ
り
、
バ
ン
デ
イ
次
官
補
も
事
態
を
深
く
い
う
慮
し
お
り
何
と
か
日
本
側
の
再
考
を
期
待

し
た
い

（
48
）

。

「
口
頭
発
言
」
作
成
に
い
た
る
経
緯
に
つ
い
て
は
、
日
本
側
に
も
記
録
が
残
さ
れ
て
い
る

（
49
）

。
そ
れ
に
よ
る
と
、
大
臣
の
補
足
発
言
の
件

（「
口
頭
発
言
」）
に
関
し
、
牛
場
次
官
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
の
間
で
協
議
が
行
わ
れ
た
。
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
大
臣
の
意
見
と
し
て
の

発
言
を
、
別
添
案
の
よ
う
に
記
録
に
止
め
る
形
に
し
て
戴
き
た
い
と
要
請
し
て
い
る
。
別
添
案
と
は
以
下
で
あ
る
。

こ
の
際
誤
解
を
残
さ
な
い
た
め
、
本
大
臣
は
、
今
大
使
と
の
間
に
取
交
し
た
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
は
、
左
に
引
用
す
る
一
月
二
十
七
日

国
会
に
お
け
る
佐
藤
総
理
大
臣
の
施
政
方
針
演
説
中
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
矛
盾
す
る
も
の
と
は
考
へ
な
い
旨
を
明
ら
か
に
し
、
之

を
記
録
に
止
め
る
こ
と
と
し
た
い
。

「
三
原
則
引
用
」

ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
三
木
大
臣
の
意
見
と
し
て
の
発
言
を
な
ぜ
記
録
と
し
て
残
し
た
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。
牛
場
次
官
と
ジ
ョ
ン

ソ
ン
大
使
の
協
議
に
よ
る
と
、「
非
核
三
原
則
を
米
側
も
了
解
し
た
と
云
う
形
に
な
る
と
三
原
則
と
非
常
事
態
の
場
合
と
の
関
係
如
何
と

云
う
点
を
大
使
と
し
て
質
問
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
云
う
こ
と
に
な
る
」
か
ら
だ
と
い
う
。
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
は
、
装
備
に
お
け
る
重
要

な
変
更
に
該
当
し
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
。
非
常
事
態
の
場
合
も
非
核
三
原
則
が
そ
の
ま
ま
適
用
さ
れ
る
と
、
小
笠
原
に
核
兵
器
の

貯
蔵
は
で
き
な
い
。
こ
の
点
を
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
質
問
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
な
る
と
い
う
わ
け
だ
。
そ
の
場
合
、「
討
議
の
記
録
」

（
一
五
六
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

二
七

で
は
、
三
木
大
臣
は
事
前
協
議
に
応
ず
る
と
し
か
い
え
な
い
と
な
っ
て
い
る
。

こ
の
別
添
案
が
「
口
頭
発
言
」
の
原
型
で
あ
る
。「
口
頭
発
言
」
で
は
、
三
木
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
と
が
そ
れ
ぞ
れ
発
言
す
る
形

式
と
な
っ
た
。
別
添
案
で
は
、
非
核
三
原
則
を
明
ら
か
に
し
た
佐
藤
総
理
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
と
、
三
木
大
臣
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト

（「
討
議
の
記
録
」
の
発
言
）
は
矛
盾
し
な
い
と
な
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
対
し
、「
口
頭
発
言
」
で
は
、
三
木
大
臣
が
佐
藤
総
理
の
非
核
三
原

則
に
言
及
し
た
こ
と
は
、「
討
議
の
記
録
」
に
あ
る
三
木
大
臣
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
解
釈
さ
れ
る
と
ジ
ョ

ン
ソ
ン
大
使
は
発
言
し
て
い
る
。
三
木
大
臣
は
、
こ
の
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
の
発
言
を
首
肯
し
た
。

こ
の
微
妙
な
や
り
と
り
は
如
何
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
。
次
節
で
明
ら
か
に
し
た
い
。

五
．
三
木
外
務
大
臣
の
国
会
答
弁

「
討
議
の
記
録
」
で
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
緊
急
時
に
、
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
が
あ
る
こ
と
を
示
唆
し
、
日
本
側
に
好
意
的
対
応
を

求
め
た
。
こ
れ
に
、
三
木
外
務
大
臣
は
、
現
時
点
で
は
、
事
前
協
議
に
応
じ
る
と
し
か
答
え
ら
れ
な
い
と
し
て
い
る
。「
口
頭
発
言
」
で
、

三
木
大
臣
は
、
一
月
二
六
日
の
佐
藤
総
理
の
非
核
三
原
則
の
発
言
に
言
及
し
た
。
た
だ
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
非
核
三
原
則
の
発
言
に

よ
っ
て
、「
討
議
の
記
録
」
に
お
け
る
三
木
大
臣
の
発
言
を
変
更
す
る
も
の
で
は
な
い
と
主
張
。
三
木
大
臣
も
こ
の
主
張
を
受
け
容
れ
て

い
る
。
こ
の
や
り
と
り
だ
け
で
は
、「
討
議
の
記
録
」
が
い
か
な
る
意
味
を
有
し
て
い
た
の
か
、
三
木
大
臣
は
「
口
頭
発
言
」
で
、
佐
藤

総
理
の
非
核
三
原
則
に
な
ぜ
言
及
し
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
そ
こ
で
、
本
節
で
は
、「
討
議
の
記
録
」、
な
ら
び
に
、
こ
れ
を
補
足
す
る

「
口
頭
発
言
」
の
意
味
を
、
当
時
、
国
会
で
、
核
持
ち
込
み
問
題
お
よ
び
非
核
三
原
則
が
、
ど
の
よ
う
に
議
論
さ
れ
て
い
た
の
か
を
た
ど

り
な
が
ら
明
ら
か
に
す
る
。

（
一
五
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

二
八

佐
藤
総
理
の
非
核
三
原
則
発
言

ま
ず
、
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
に
行
わ
れ
た
佐
藤
総
理
の
施
政
方
針
演
説
の
中
で
、
非
核
三
原
則
が
ど
の
よ
う
に
述
べ
ら
れ
て
い
る

の
か
、
確
認
し
て
お
き
た
い
。

佐
藤
は
、「
長
期
的
な
展
望
に
立
っ
た
重
要
な
政
治
の
課
題
に
触
れ
、
国
民
各
位
の
ご
理
解
を
得
た
い
」
と
し
て
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
述

べ
て
い
る
。

ま
ず
第
一
に
、
二
十
世
紀
後
半
の
人
類
は
核
時
代
に
生
き
て
お
り
ま
す
。
こ
の
核
時
代
を
い
か
に
生
き
る
べ
き
か
は
、
今
日
す
べ

て
の
国
家
に
共
通
し
た
課
題
で
あ
り
ま
す
。

わ
れ
わ
れ
は
、
核
兵
器
の
絶
滅
を
念
願
し
、
み
ず
か
ら
も
あ
え
て
こ
れ
を
保
有
せ
ず
、
そ
の
持
ち
込
み
も
許
さ
な
い
決
意
で
あ
り

ま
す

（
50
）

。

こ
の
よ
う
に
、
非
常
に
明
確
に
非
核
三
原
則
を
打
ち
出
し
て
い
る
。
た
だ
、
佐
藤
が
こ
の
と
き
初
め
て
非
核
三
原
則
に
触
れ
た
わ
け
で

は
な
い
。
一
九
六
七
年
一
二
月
八
日
の
衆
議
院
本
会
議
で
非
核
三
原
則
を
提
示
し
、
同
一
一
日
開
催
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
で
、
社
会
党

の
成
田
知
己
委
員
の
小
笠
原
返
還
に
関
す
る
質
問
に
答
え
る
形
で
、
突
っ
込
ん
だ
議
論
が
行
わ
れ
て
い
る
。
こ
の
と
き
の
討
論
の
様
子
を

追
っ
て
み
た
い
。

成
田
委
員
は
、「
い
ま
ま
で
の
御
答
弁
の
中
で
、
小
笠
原
で
は
核
保
有
は
い
た
し
ま
せ
ん
。
ま
た
核
持
ち
込
み
も
し
な
い
、
こ
う
答
弁

さ
れ
て
お
り
ま
す
ね
。
こ
れ
は
も
う
一
度
御
確
認
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。」
と
総
理
に
要
望
し
て
い
る
。
佐
藤
は
、「
本
土
方
式
と

（
一
五
八
）
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二
九

い
う
こ
と
は
、
た
だ
い
ま
の
も
し
そ
う
い
う
こ
と
が
あ
る
な
ら
、
こ
れ
は
事
前
協
議
の
対
象
に
な
る
、
か
よ
う
に
御
了
承
い
た
だ
き
ま

す
。」
と
答
え
た
。
ま
た
、
佐
藤
は
、
も
し
核
の
持
ち
込
み
を
す
る
な
ら
ば
、「
重
大
な
る
装
備
の
変
更
だ
か
ら
事
前
協
議
の
対
象
に
な
る

と
い
う
こ
と
を
、
本
土
並
み
の
場
合
に
は
当
然
申
す
わ
け
で
す
。」
と
も
述
べ
て
い
る

（
51
）

。

こ
の
佐
藤
の
答
弁
に
、
成
田
は
納
得
し
な
か
っ
た
。
事
前
協
議
を
行
え
ば
、
イ
エ
ス
も
あ
れ
ば
ノ
ー
も
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑

問
で
あ
る
。
成
田
は
、「
事
前
協
議
の
い
か
ん
に
よ
っ
て
は
持
ち
込
み
を
許
し
得
る
こ
と
が
あ
る
の
だ
、
こ
う
い
う
よ
う
に
も
と
れ
ま
す

か
ら
、
そ
う
い
う
誤
解
の
あ
る
よ
う
な
発
言
は
お
や
め
に
な
っ
て
、
持
ち
込
み
は
い
た
し
ま
せ
ん
、
そ
の
方
針
は
変
わ
ら
な
い
な
ら
変
わ

ら
な
い
と
、
こ
う
明
確
に
ひ
と
つ
断
言
し
て
い
た
だ
き
た
い
の
で
す

（
52
）

。」
と
畳
み
込
ん
で
い
る
。

さ
ら
に
、
成
田
は
、
持
ち
込
ま
せ
な
い
と
は
、
返
還
さ
れ
た
地
域
に
、
新
た
に
核
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
も
し
あ
れ
ば

そ
れ
を
撤
去
さ
せ
る
と
い
う
意
味
か
と
問
う
て
い
る
。
佐
藤
は
、
小
笠
原
に
つ
い
て
本
土
並
み
だ
と
繰
り
返
す
と
と
も
に
、「
新
し
く
持

ち
込
む
こ
と
も
も
ち
ろ
ん
、
ま
た
現
在
あ
る
な
ら
ば
、
そ
う
い
う
も
の
の
撤
去
に
つ
い
て
も
十
分
折
衝
す
る
」
と
答
え
て
い
る

（
53
）

。

す
で
に
一
九
六
七
年
一
一
月
の
首
脳
会
談
で
、
小
笠
原
の
本
土
復
帰
は
決
ま
っ
て
お
り
、
近
々
、
返
還
協
定
の
交
渉
が
始
ま
る
こ
と
が

予
想
さ
れ
て
い
た
。
佐
藤
総
理
自
身
が
、
小
笠
原
に
核
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
と
の
趣
旨
の
答
弁
を
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
討
議
の
記
録
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
小
笠
原
へ
核
を
貯
蔵
し
た
い
旨
の
希
望
が
あ
っ
た
場
合
、
三
木
は
、
そ
れ
は
事
前
協
議
の

主
題
で
あ
り
、「
日
本
政
府
は
協
議
を
行
う
で
あ
ろ
う
と
し
か
申
上
げ
ら
れ
な
い
。」
と
答
え
て
い
る
。
事
前
協
議
に
応
ず
る
と
述
べ
る
こ

と
自
体
が
、
核
の
持
ち
込
み
を
認
め
る
可
能
性
を
残
す
こ
と
に
な
る
。
小
笠
原
に
は
新
た
に
核
を
持
ち
込
ま
せ
な
い
、
も
し
現
に
あ
れ
ば

撤
去
さ
せ
る
と
い
う
佐
藤
の
答
弁
と
は
食
い
違
う
内
容
が
含
ま
れ
て
い
た
。

こ
の
一
二
月
一
一
日
の
予
算
委
員
会
の
審
議
で
は
、
小
笠
原
の
核
持
ち
込
み
に
関
し
、
主
に
佐
藤
総
理
が
答
弁
に
立
っ
て
い
る
。
三
木

（
一
五
九
）
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三
〇

外
務
大
臣
は
ほ
と
ん
ど
発
言
し
て
い
な
い
。
一
九
六
八
年
に
入
り
、
と
く
に
三
月
に
な
る
と
、
核
持
ち
込
み
の
解
釈
を
め
ぐ
っ
て
、
三
木

大
臣
自
身
が
答
弁
に
立
つ
こ
と
と
な
る
。

核
持
ち
込
み
と
は
何
か

一
九
六
八
年
三
月
の
予
算
委
員
会
で
、
核
の
持
ち
込
み
と
は
い
か
な
る
意
味
か
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
持
ち
込
み
と
は
何
か
を
め

ぐ
っ
て
、
三
木
大
臣
自
身
が
何
度
も
答
弁
に
立
っ
て
い
る
。
こ
れ
か
ら
紹
介
す
る
の
は
、
核
兵
器
の
貯
蔵
の
よ
う
に
、
明
ら
か
に
核
の
持

ち
込
み
に
あ
た
る
事
例
で
は
な
い
。
公
海
か
ら
公
海
に
核
兵
器
搭
載
艦
船
が
日
本
の
領
海
を
か
す
め
て
航
行
す
る
と
い
っ
た
場
合
で
あ
る
。

三
月
一
二
日
の
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
に
お
い
て
、
社
会
党
の
楢
崎
弥
之
助
分
科
員
は
、
領
海
及
び
接
続
水
域
に
関
す
る

条
約
第
二
三
条
に
も
と
づ
き
、
核
装
備
艦
船
に
は
無
害
航
行
が
認
め
ら
れ
て
い
る
点
を
取
り
上
げ
て
い
る
。
同
条
に
、「
軍
艦
が
領
海
の

通
航
に
関
す
る
沿
岸
国
の
規
則
を
遵
守
せ
ず
、
か
つ
、
そ
の
軍
艦
に
対
し
て
行
な
わ
れ
た
遵
守
の
要
請
を
無
視
し
た
場
合
に
は
、
沿
岸
国

は
、
そ
の
軍
艦
に
対
し
領
海
か
ら
退
去
す
る
こ
と
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。」
と
あ
る
か
ら
だ
。
楢
崎
の
主
張
は
、「
国
内
法
で
も
そ

れ
が
で
き
る
の
に
、
ま
し
て
や
日
米
安
保
条
約
と
い
う
ア
メ
リ
カ
と
の
条
約
で
、
事
前
協
議
条
項
と
い
う
も
の
を
こ
れ
ほ
ど
き
び
し
く
し

て
お
る
な
ら
ば
、
そ
の
条
項
に
照
ら
し
て
、
核
装
備
艦
は
領
海
に
入
っ
て
は
困
る
と
い
う
こ
と
は
言
え
る
じ
ゃ
あ
り
ま
せ
ん
か
」
と
い
う

こ
と
に
あ
っ
た

（
54
）

。

楢
崎
の
発
言
は
、
当
然
、
非
核
三
原
則
の
持
ち
込
ま
せ
ず
を
前
提
と
し
て
い
る
。
日
本
の
領
海
内
に
核
搭
載
艦
船
が
入
る
こ
と
は
、
結

局
、
持
ち
込
ま
せ
ず
に
抵
触
し
、
日
本
側
は
航
行
を
拒
否
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
す
る
三
木
の
答
弁
は

以
下
で
あ
る
。

（
一
六
〇
）
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三
一

事
前
協
議
を
厳
格
に
解
釈
し
た
い
と
考
え
て
お
る
論
者
の
私
は
一
人
な
ん
で
す
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
ポ
ラ
リ
ス
の
場
合
に
お
い
て

も
、
た
だ
一
つ
の
公
海
か
ら
公
海
へ
通
り
抜
け
る
よ
う
な
場
合
は
、
こ
れ
は
や
は
り
当
然
に
国
際
法
の
慣
習
、
今
度
で
き
る
条
約
な

ど
に
も
そ
れ
を
認
め
ら
れ
て
お
る
。
し
か
し
、
沿
岸
を
通
り
抜
け
る
の
で
は
な
く
し
て
、
そ
し
て
接
岸
し
な
く
て
も
、
停
泊
す
る
よ

う
な
形
で
ポ
ラ
リ
ス
潜
水
艦
が
領
海
に
入
る
と
い
う
こ
と
は
、
事
前
協
議
の
対
象
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
。
た
だ
す
う
っ
と
通
り

抜
け
る
よ
う
な
場
合
は
そ
れ
を
事
前
協
議
の
対
象
に
は
し
な
い

（
55
）

。

そ
の
他
に
も
、
野
党
側
は
、
公
海
か
ら
公
海
へ
抜
け
て
い
く
た
め
に
、
日
本
の
領
海
を
抜
け
て
い
く
よ
う
な
場
合
も
、
核
持
ち
込
み
に

あ
た
る
の
で
は
な
い
か
と
質
問
し
て
い
る
。
こ
れ
に
、
三
木
は
、
宗
谷
海
峡
や
五
島
列
島
を
例
に
挙
げ
、
日
本
の
領
海
に
入
っ
て
く
る
意

図
で
は
な
く
、
公
海
か
ら
公
海
へ
通
り
抜
け
る
だ
け
の
場
合
は
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
核
持
ち
込
み
に
あ
た
ら
な
い
、
と
説
明
し
て

い
る

（
56
）

。
「
討
議
の
記
録
」「
口
頭
発
言
」
の
意
味

三
木
は
、
国
会
答
弁
を
通
じ
、
事
前
協
議
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
核
搭
載
艦
船
の
寄
港
は
も
ち
ろ

ん
の
こ
と
、
領
海
に
意
図
的
に
入
る
、
あ
る
い
は
、
停
泊
す
る
と
い
っ
た
よ
う
な
場
合
、
核
持
ち
込
み
に
あ
た
る
。
日
本
の
領
海
に
入
る

意
図
な
し
に
、
公
海
か
ら
公
海
へ
抜
け
る
よ
う
な
場
合
の
領
海
へ
の
立
ち
入
り
は
、
事
前
協
議
の
対
象
と
な
る
核
持
ち
込
み
で
は
な
い
、

と
い
う
解
釈
で
あ
る
。

「
討
議
の
記
録
」
は
、
こ
う
し
た
微
妙
な
例
を
取
り
上
げ
て
い
る
の
で
は
な
い
。
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
と
い
う
、
明
白
に
「
装
備
に
お

（
一
六
一
）
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三
二

け
る
重
要
な
変
更
」
に
あ
た
る
場
合
で
あ
る
。
核
貯
蔵
は
事
前
協
議
の
対
象
と
な
り
、
非
核
三
原
則
を
そ
の
ま
ま
適
用
す
れ
ば
、
事
前
協

議
に
さ
え
応
じ
る
こ
と
は
で
き
ず
、
た
と
え
応
じ
た
と
し
て
も
ノ
ー
と
答
え
ざ
る
を
得
な
い
事
例
で
あ
る
。

「
口
頭
発
言
」
は
、
こ
う
し
た
国
会
で
の
審
議
を
踏
ま
え
、
事
前
協
議
あ
る
い
は
非
核
三
原
則
へ
の
三
木
の
強
い
意
思
を
表
し
た
も
の

で
あ
ろ
う
。「
口
頭
発
言
」
で
、
三
木
は
、
一
月
二
六
日
の
佐
藤
総
理
の
非
核
三
原
則
の
表
明
に
言
及
し
た
。
そ
の
意
図
は
、
こ
れ
ま
で

の
国
会
で
の
審
議
の
様
子
か
ら
明
ら
か
で
あ
る
。
緊
急
時
と
い
え
ど
も
、
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
は
、
非
核
三
原
則
に
反
し
、
認
め
ら
れ
な

い
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、「
討
議
の
記
録
」
の
内
容
を
明
ら
か
に
覆
す
も
の
で
あ
っ
た
。「
討
議
の
記
録
」
で
は
、
日
本
側
は
少

な
く
と
も
事
前
協
議
に
は
応
じ
る
姿
勢
だ
っ
た
か
ら
だ
。
ア
メ
リ
カ
側
は
こ
れ
に
反
発
し
た
。

結
局
、「
討
議
の
記
録
」
に
、
三
木
大
臣
と
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
イ
ニ
シ
ア
ル
し
た
も
の
の
、「
口
頭
発
言
」
は
記
録
と
し
て
残
さ
れ
た

だ
け
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
み
れ
ば
、
緊
急
時
に
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
が
果
た
し
て
認
め
ら
れ
る
の
か
否
か
、
不
確
実
な
状
態
に

置
か
れ
た
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
が
、
米
軍
部
に
と
っ
て
は
不
満
で
あ
っ
た
。

前
述
の
よ
う
に
、
一
九
六
九
年
一
一
月
一
九
日
、
佐
藤
総
理
と
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
と
の
間
で
、
緊
急
時
に
お
け
る
沖
縄
へ
の
核
持
ち
込

み
の
事
前
協
議
に
お
い
て
、
日
本
側
が
イ
エ
ス
と
述
べ
る
秘
密
合
意
議
事
録
に
署
名
が
な
さ
れ
た
。
こ
の
議
事
録
は
、
小
笠
原
返
還
の
際

の
ア
メ
リ
カ
側
の
不
満
を
解
消
す
る
と
と
も
に
、
戦
略
的
に
よ
り
重
要
な
沖
縄
へ
の
核
持
ち
込
み
を
確
実
に
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

お
わ
り
に

「
討
議
の
記
録
」
と
は

本
稿
の
目
的
は
、
一
九
六
八
年
の
小
笠
原
返
還
協
定
締
結
時
、
返
還
後
の
小
笠
原
に
核
を
持
ち
込
む
問
題
に
、
日
米
間
で
ど
の
よ
う
な

（
一
六
二
）
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笠
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三
三

決
着
が
は
か
ら
れ
た
の
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
日
米
間
で
交
わ
さ
れ
た
「
討
議
の
記
録
」
お
よ
び
「
口
頭
発
言
」、
な
ら

び
に
、
当
時
の
国
会
審
議
で
三
木
外
務
大
臣
が
核
持
込
と
は
何
か
に
つ
い
て
答
弁
し
た
記
録
か
ら
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
結
論
が
得
ら
れ
る
。

ア
メ
リ
カ
側
、
と
り
わ
け
、
統
合
参
謀
本
部
の
中
に
は
、
返
還
後
の
小
笠
原
に
核
兵
器
を
無
制
限
に
貯
蔵
す
る
権
利
を
要
求
す
る
グ

ル
ー
プ
も
存
在
し
た
。
一
九
六
七
年
一
一
月
の
首
脳
会
談
直
前
に
も
、
こ
の
要
求
は
ア
メ
リ
カ
側
か
ら
示
さ
れ
、
ま
た
、
返
還
が
決
ま
っ

た
後
の
一
二
月
に
も
、
同
様
の
希
望
が
出
さ
れ
て
い
た
。

問
題
は
、
こ
れ
を
ど
の
よ
う
に
表
現
し
、
記
録
と
し
て
残
す
か
で
あ
っ
た
。
ア
メ
リ
カ
側
も
、
核
持
ち
込
み
に
対
し
日
本
国
民
が
強
い

懸
念
を
抱
い
て
い
る
こ
と
、
ま
た
、
こ
れ
を
文
書
化
し
、
リ
ー
ク
さ
れ
る
政
治
的
危
険
性
を
承
知
し
て
い
た
。
そ
こ
で
、
ア
メ
リ
カ
側
が

核
貯
蔵
の
希
望
を
述
べ
る
の
に
対
し
、
日
本
側
は
か
な
ら
ず
し
も
そ
れ
に
応
ず
る
必
要
が
な
い
形
で
文
書
の
作
成
が
進
ん
だ
。

そ
の
結
果
、「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
文
書
が
作
成
さ
れ
た
。「
討
議
の
記
録
」
で
は
、
ア
メ
リ
カ
側
の
希
望
に
対
し
、
三
木
大
臣
は
、

核
貯
蔵
は
ま
さ
に
事
前
協
議
の
対
象
で
あ
り
、
そ
れ
に
応
ず
る
と
し
か
言
え
な
い
と
述
べ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
応
答
自

体
、
国
会
で
の
三
木
大
臣
の
発
言
か
ら
明
ら
か
に
逸
脱
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。
当
時
、
国
会
で
、
核
持
ち
込
み
と
し
て
議
論
さ
れ
て
い
た

の
は
、
核
搭
載
艦
船
が
国
際
海
峡
を
公
海
か
ら
公
海
に
抜
け
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
意
図
的
に
領
海
に
入
る
、
あ
る
い
は
、
領
海
に
留

ま
る
こ
と
は
、
核
持
ち
込
み
に
あ
た
る
と
三
木
大
臣
は
答
弁
し
て
い
た
。
ま
し
て
や
核
の
貯
蔵
が
核
持
ち
込
み
に
あ
た
る
こ
と
は
明
々

白
々
で
あ
っ
た
。

し
た
が
っ
て
、
三
木
大
臣
は
、「
討
議
の
記
録
」
と
い
う
文
書
を
残
す
こ
と
自
体
、
リ
ー
ク
の
可
能
性
を
考
え
れ
ば
、
躊
躇
し
た
で
あ

ろ
う
。
そ
の
理
由
と
な
っ
た
の
が
、
一
九
六
八
年
一
月
二
六
日
の
佐
藤
総
理
の
施
政
方
針
演
説
で
あ
る
。
前
年
一
二
月
八
日
に
、
佐
藤
総

理
は
す
で
に
非
核
三
原
則
を
表
明
し
て
お
り
、
施
政
方
針
演
説
で
あ
ら
た
め
て
同
原
則
を
明
示
し
た
こ
と
に
な
る
。
こ
の
原
則
が
、
小
笠

（
一
六
三
）
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三
四

原
返
還
と
の
関
連
で
提
示
さ
れ
た
こ
と
は
記
憶
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
小
笠
原
返
還
で
は
、
核
抜
き
、
そ
し
て
、
将
来
に
お
け

る
核
持
ち
込
み
の
禁
止
を
日
本
側
は
前
提
に
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

「
口
頭
発
言
」
と
は

三
木
大
臣
が
「
討
議
の
記
録
」
を
ど
の
よ
う
に
受
け
止
め
て
い
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
四
月
五
日
の
小
笠
原
返
還
協
定
調
印
の
数

日
前
に
な
っ
て
、
同
大
臣
は
「
討
議
の
記
録
」
の
修
正
を
申
し
出
た
。
そ
の
後
に
交
わ
さ
れ
る
「
口
頭
発
言
」
の
内
容
か
ら
、
非
核
三
原

則
を
前
面
に
押
し
出
し
、
小
笠
原
へ
の
核
貯
蔵
は
認
め
ら
れ
な
い
と
主
張
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ
れ
が
、
非
核
三
原
則
を
厳
格
に
適
用

し
よ
う
と
考
え
る
三
木
大
臣
の
結
論
で
あ
っ
た
。

し
か
し
、
調
印
が
行
わ
れ
る
土
壇
場
に
な
っ
て
、
前
言
を
翻
す
よ
う
な
や
り
方
に
、
ア
メ
リ
カ
側
は
立
腹
し
た
。
場
合
に
よ
っ
て
は
、

協
定
の
調
印
を
拒
否
す
る
可
能
性
も
あ
っ
た
。
事
務
レ
ベ
ル
の
交
渉
を
経
て
、
最
終
的
に
、
三
木
大
臣
は
、
一
月
二
六
日
の
総
理
の
施
政

方
針
演
説
に
あ
る
非
核
三
原
則
に
言
及
し
、
ジ
ョ
ン
ソ
ン
大
使
は
、
協
議
を
行
う
と
い
う
三
木
大
臣
の
ス
テ
ー
ト
メ
ン
ト
に
変
更
は
な
い

と
応
ず
る
こ
と
で
落
着
す
る
。

こ
の
「
口
頭
発
言
」
は
、
日
米
双
方
の
主
張
を
並
べ
た
だ
け
で
、
小
笠
原
の
核
持
ち
込
み
問
題
が
ど
う
な
る
の
か
は
、
か
な
ら
ず
し
も

明
確
で
は
な
い
。
も
と
も
と
、
ア
メ
リ
カ
側
は
こ
の
問
題
に
つ
い
て
、
日
本
側
の
返
答
を
求
め
る
も
の
で
は
な
い
と
の
方
針
で
臨
ん
だ
こ

と
か
ら
も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
小
笠
原
へ
の
核
持
ち
込
み
は
、
あ
く
ま
で
も
可
能
性
の
問
題
で
あ
っ
た
。
と
は
い
え
、
こ
の
あ
い
ま
い
な

結
論
に
、
米
軍
部
は
不
満
を
持
つ
。
よ
り
重
要
な
沖
縄
返
還
に
あ
た
っ
て
は
、
核
の
持
ち
込
み
問
題
に
明
確
に
決
着
を
つ
け
る
よ
う
要
求

し
た
。

（
一
六
四
）
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三
五

そ
の
結
果
が
、
一
九
六
九
年
一
一
月
一
九
日
、
佐
藤
総
理
と
ニ
ク
ソ
ン
大
統
領
が
大
統
領
執
務
室
脇
の
小
部
屋
に
入
り
、
通
訳
も
は
ず

し
、
署
名
し
た
秘
密
合
意
議
事
録
で
あ
る
。
緊
急
時
、
沖
縄
へ
の
核
持
ち
込
み
に
つ
い
て
事
前
協
議
が
行
わ
れ
た
際
、
日
本
側
が
そ
の
必

要
を
充
た
す
内
容
と
な
っ
て
い
る
。
事
前
協
議
に
お
い
て
イ
エ
ス
と
述
べ
る
こ
と
を
保
証
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

「
討
議
の
記
録
」
は
、
三
木
大
臣
が
、
核
持
ち
込
み
に
関
し
公
表
し
て
い
る
見
解
以
上
の
こ
と
、
つ
ま
り
、
核
貯
蔵
ま
で
も
事
前
協
議

に
応
ず
る
と
答
え
て
い
る
点
で
、「
密
約
」
と
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
、「
口
頭
発
言
」
で
、
三
木
大
臣
は
、
そ
の
密
約
部
分
を
撤
回
し
よ
う

と
試
み
た
。
核
貯
蔵
は
非
核
三
原
則
に
反
し
、
核
貯
蔵
は
許
さ
れ
な
い
と
述
べ
よ
う
と
し
た
の
で
あ
る
。

こ
れ
が
、
三
木
の
非
核
三
原
則
を
厳
格
に
解
釈
す
る
信
念
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
、
た
だ
た
ん
に
リ
ー
ク
を
お
そ

れ
、
み
ず
か
ら
に
責
任
が
降
り
か
か
る
こ
と
を
懸
念
し
た
も
の
で
あ
る
の
か
、
三
木
の
政
治
信
条
を
さ
ら
に
解
明
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ

う
。（

1
） 

ロ
バ
ー
ト
・
Ｄ
・
エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
硫
黄
島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』
南
方
新
社
、
二
〇
〇
八
年
、
四
三
四
頁
。

（
2
） 

エ
ル
ド
リ
ッ
ヂ
『
硫
黄
島
と
小
笠
原
を
め
ぐ
る
日
米
関
係
』
四
三
五
頁
。

（
3
） 

太
田
昌
克
『
日
米
「
核
密
約
」
の
全
貌
』
筑
摩
書
房
、
二
〇
一
一
年
、
二
五
九
頁
。

（
4
） 

真
崎
翔
『
核
密
約
か
ら
沖
縄
問
題
へ　

小
笠
原
返
還
の
政
治
史
』
名
古
屋
大
学
出
版
会
、
二
〇
一
七
年
、
一
九
一
頁
。

（
5
） 

真
崎
『
核
密
約
か
ら
沖
縄
問
題
へ
』
九
七
頁
。

（
6
） 

若
泉
敬
『
他
策
ナ
カ
リ
シ
ヲ
信
ゼ
ム
ト
欲
ス
』
文
藝
春
秋
、
一
九
九
四
年
。

（
7
） 

『
読
売
新
聞
』（
夕
刊
）、
二
〇
〇
九
年
一
二
月
二
二
日
。

（
8
） 

北
米
一
長
「
大
臣
・
国
務
長
官
第
2
次
会
談
要
旨
（
追
加
）」（
特
秘
）、
一
九
六
九
年
六
月
五
日
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査

（
一
六
五
）
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三
六

結
果
、
そ
の
他
関
連
文
書
②
│
一
六
四
、
③
│
七
三
。

（
9
） 

米
局
長
「
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
と
会
談
の
件
」（
極
秘
）、
一
九
六
九
年
八
月
五
日
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
、
そ
の
他
関

連
文
書
②
│
一
七
六
、
③
│
七
九
。

（
10
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 133630, A
ugust 9, 1969 ”

（S
ecret

）, JU
01111, 

N
ational S

ecurity A
rchive.

（
11
） 

米
局
長
「
米
局
長
ス
ナ
イ
ダ
ー
公
使
会
談
の
件
」（
極
秘
）、
一
九
六
九
年
一
一
月
四
日
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
、
報

告
対
象
文
書
①
│
八
。

（
12
） 

吉
野
臨
時
代
理
大
使
発
外
務
大
臣
宛
公
電
第
三
五
一
五
号
「
オ
キ
ナ
ワ
及
び
せ
ん
維
問
題
（
内
話
）」（
特
秘
）、
一
九
六
九
年
一
一
月
五
日
、

い
わ
ゆ
る
「
密
約
」
問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
、
そ
の
他
関
連
文
書
③
│
一
一
二
。

（
13
） 

北
米
一
長
「
東
郷
・
ス
ナ
イ
ダ
ー
会
談
（
一
一
月
一
〇
日
午
後
於
局
長
室
）」（
極
秘
）、
一
九
六
九
年
一
一
月
一
〇
日
、
い
わ
ゆ
る
「
密
約
」

問
題
に
関
す
る
調
査
結
果
、
そ
の
他
関
連
文
書
③
│
一
一
五
。

（
14
） 

「
藤
山
大
臣
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
七
年
九
月
二
三
日
、『
藤
山
外
務
大
臣
第
一
次
訪
米
関
係
一
件
（
一
九
五
七
、

九
）』
第
二
巻
、A

’.1.5.2.5

、
外
交
史
料
館
。

（
15
） 

「
藤
山
大
臣
、
ダ
レ
ス
国
務
長
官
会
談
録
」（
極
秘
）、
一
九
五
七
年
九
月
二
三
日
、『
藤
山
外
務
大
臣
第
一
次
訪
米
関
係
一
件
（
一
九
五
七
、

九
）』
第
二
巻
、A

’.1.5.2.5

、
外
交
史
料
館
。

（
16
） 

外
務
省
ア
メ
リ
カ
局
北
米
第
一
課
「
小
笠
原
諸
島
の
返
還
経
緯
」（
取
扱
注
意
）、
一
九
六
九
年
一
一
月
、『
小
笠
原
諸
島
帰
属
問
題　

小
笠
原

返
還
協
定
関
係
』
第
一
巻
、A

’.6.1.1.5-1

、
外
交
史
料
館
。

（
17
） R

obert S
. N

orris, W
illiam

 M
. A

rkin, and W
illiam

 B
urr, “H

ow
 m

uch did Japan know
? ” T

h
e B

u
lletin

 of th
e A

tom
ic 

S
cien

tists, V
ol. 56, N

o. 1, January/F
ebruary, 2000, p. 78.

（
18
） 

「
日
米
共
同
声
明
」、
一
九
六
五
年
一
月
一
三
日
、
鹿
島
平
和
研
究
所
（
編
）『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
』
第
二
巻
、
原
書
房
、
一
九
八
四

年
、
五
四
五
頁
。

（
一
六
六
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

三
七

（
19
） 

「
日
米
共
同
声
明
」、
一
九
六
七
年
一
一
月
一
五
日
、
鹿
島
平
和
研
究
所
（
編
）『
日
本
外
交
主
要
文
書
・
年
表
』
第
二
巻
、
原
書
房
、

一
九
八
四
年
、
七
三
六
頁
。

（
20
） 
外
務
省
「
沖
縄
、
小
笠
原
問
題
に
関
す
る
擬
問
擬
答
」（
改
訂
版
）（
秘
）、
一
九
六
八
年
二
月
、
三
木10203-32

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン

タ
ー
所
蔵
。

（
21
） 

「
第
五
十
五
回
国
会
衆
議
院
外
務
委
員
会
議
録
」
第
一
〇
号
、
一
九
六
七
年
六
月
七
日
、
一
一
頁
。

（
22
） 

“M
em

orandum
 F

rom
 the Joint C

hiefs of S
taff  to S

ecretary of D
efense M

cN
am

ara, JC
S
M

-376-67, June 29, 1967 ”

（S
ecret

）, 

F
oreign

 R
elation

s of th
e U

n
ited

 S
tates, 1964-1968, V

ol. X
X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 86. F

oreign
 R

elation
s of th

e U
n

ited
 

S
tates

は
、
以
下
、F

R
U

S
と
省
略
し
て
記
載
す
る
。

（
23
） 

東
郷
文
彦
『
日
米
外
交
三
十
年　

安
保
・
沖
縄
と
そ
の
後
』
中
公
文
庫
、
一
九
八
九
年
、
一
二
七
頁
。

（
24
） 

“M
em

orandum
 from

 E
A
 ‒ W

illiam
 P

. B
undy to the S

ecretary, S
ubject: V

isit of P
rim

e M
inister S

ato ‒ A
ction 

M
em

orandum
, O

ctober 21, 1967 ”
（S
ecret

）, R
G
59 C

entral F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 2243

﹇P
O
L
 7 JA

P
A
N
 10-1-

67

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
25
） 

“M
em

orandum
 F

rom
 the P

resident ’s S
pecial A

ssistant

（R
ostow

） to P
resident Johnson, N

ovem
ber 3, 1967 ”

（S
ecret

）, 

F
R

U
S

, 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 100.

（
26
） 

“M
em

orandum
 F

rom
 the P

resident ’s S
pecial A

ssistant

（R
ostow

） to P
resident Johnson, O

ctober 27, 1967 ”

（S
ecret

）, 

N
ational S

ecurity F
ile, C

ountry F
ile, Japan, B

ox 253
﹇2 of 2

﹈, L
indon B

. Johnson L
ibrary.

（
27
） 

“M
em

orandum
 from

 E
A
 ‒ W

illiam
 P

. B
undy to the S

ecretary, S
ubject: V

isit of P
rim

e M
inister S

ato ‒ A
ction 

M
em

orandum
, O

ctober 21, 1967 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 2243

﹇P
O
L
 7 JA

P
A
N
 10-1-

67

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
28
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 65117, N
ovem

ber 5, 1967 ”

（S
ecret

）, R
G
59 

C
entral F

oreign P
olicy F

iles, 1967-1969, B
ox 2249

﹇P
olitical A

ff . &
 R

el. Japan-U
S
 1-1-67

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege 

（
一
六
七
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

三
八

P
ark, M

D
.

（
29
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 65120, N
ovem

ber 5, 1967 ”

（T
op S

ecret

）, R
G
59, 

S
ubject-N

um
eric F

iles, fi le “P
O
L
 19 B

onin Islands. ”

こ
の
電
報
は
、N

ational S
ecurity A

rchive

が
公
開
し
て
い
るU

.S
. N

uclear 

W
eapons on C

hichi Jim
a and Iw

o Jim
a

のD
ocum

ent 9

に
よ
る
。

（
30
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 3060, N

ovem
ber 6, 1967 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral 

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 2249

﹇P
olitical A

ff  &
 R

el. Japan-U
S
 1-1-67

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
31
） 

ア
メ
リ
カ
側
公
文
書
で
小
笠
原
返
還
に
関
連
す
る
文
書
が
す
べ
て
収
録
さ
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
の
が
、
東
京
発
国
務
省
宛
公
信A

-1331

（
一
九
六
八
年
四
月
一
〇
日
）
で
あ
る
。
た
だ
、「
抜
き
取
り
カ
ー
ド
」（w

ithdraw
al card

）
が
挟
み
込
ま
れ
て
い
る
た
め
閲
覧
で
き
な
い
。R

G
59 

C
entral F

oreign P
olicy F

iles, 1967-1969, B
ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 4-1-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
32
） 

表
題
﹇
小
笠
原
返
還
﹈「
三
木
武
夫
関
係
文
書
」
三
木11306-114

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
33
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 6698, M

arch 21, 1968 ”

（S
ecret

）, N
ational 

S
ecurity F

ile, C
ountry F

ile, Japan, B
ox 252

﹇V
ol V

II cables

﹇2 of 3

﹈﹈, L
indon B

. Johnson L
ibrary.

以
下
に
英
文
を
記
し
て
お
く
。

1. F
ollow

ing negotiated text for recording oral statem
ents to be exchanged betw

een F
orM

in M
iki and m

e on contingency 

requiring nuclear storage in B
onins:

B
egin T

ext

A
. P

rior to the signing of the agreem
ent today on the return of the B

onin and other islands, the follow
ing conversation took 

place betw
een the F

oreign M
inister and the A

m
erican A

m
bassador.

B
. T

he A
m
erican A

m
bassador stated: In the event of contingency requiring the use of the B

onin and/or the V
olcano Islands 

for nuclear w
eapon storage, the U

nited S
tates w

ould w
ish to raise this m

atter w
ith the G

overnm
ent of Japan and w

ould 

（
一
六
八
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

三
九

anticipate a favorable reaction from
 the G

overnm
ent of Japan since such a request w

ould not be m
ade unless it w

ere 

essential for the vital security interests of the area, including Japan.

C
. T

he F
oreign M

inister stated: M
ajor changes in the equipm

ent of U
nited S

tates F
orces in Japan, including those in the 

event of em
ergency, are the subject of prior consultation w

ith the G
overnm

ent of Japan in accordance w
ith the E

xchange of 

N
otes of January 19, 1960 concerning the im

plem
entation of A

rticle V
I of the T

reaty of M
utual C

ooperation and S
ecurity. 

T
he case you have indicated is precisely one w

hich is subject to the said prior consultation, and at this tim
e I can only say 

that under the circum
stances you cite the G

overnm
ent of Japan w

ill enter into such consultation.

E
nd T

ext.

（
34
） 

「（
事
前
協
議
）
│
討
議
の
記
録
」（
極
秘
）、
日
付
な
し
、
三
木11306-114

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
35
） 

「（
事
前
協
議
）
の
補
足
│
口
頭
」（
極
秘
）、
日
付
な
し
、
三
木11306-114

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
36
） 

﹇
小
笠
原
諸
島
返
還
関
係
資
料
﹈、“D

raft 3-19-68 ”

（S
ecret

）、 

三
木6738

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
37
） 

“A
ction M

em
orandum

 F
rom

 the A
ssistant S

ecretary of S
tate for E

ast A
sia and P

acifi c A
ff airs

（B
undy

） to S
ecretary of 

S
tate R

usk, D
ecem

ber 22, 1967 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S

, 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 107.

（
38
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 89684, D
ecem

ber 27, 1967 ”

（C
onfi dential

）, R
G
59 

C
entral F

oreign P
olicy F

iles, 1967-1969, B
ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
39
） 

“A
ction M

em
orandum

 F
rom

 the A
ssistant S

ecretary of S
tate for E

ast A
sia and P

acifi c A
ff airs

（B
undy

） to S
ecretary of 

S
tate R

usk, D
ecem

ber 22, 1967 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S

, 1964-1968, V
ol. X

X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 107.

（
40
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 

な
し
、 D

ecem
ber 29, 1967 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S

, 1964-

1968, V
ol. X

X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 108.

（
41
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 93485, January 4, 1968 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral 

（
一
六
九
）



政
経
研
究　

第
五
十
四
巻
第
二
号
（
二
〇
一
七
年
九
月
）

四
〇

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 1-1-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
42
） 

詳
細
に
つ
い
て
は
、
信
夫
隆
司
『
日
米
安
保
条
約
と
事
前
協
議
制
度
』
弘
文
堂
、
二
〇
一
四
年
を
参
照
。

（
43
） 

“Inform
ation M

em
orandum

 F
rom

 the A
ssistant S

ecretary of S
tate for E

ast A
sian and P

acific A
ffairs 

（B
undy

） to 

S
ecretary of S

tate R
usk, M

arch 23, 1968 ”

（S
ecret

）, F
R

U
S

, 1964-1968, V
olum

e X
X
IX

, P
art 2, Japan, D

ocum
ent 118.

（
44
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 136048, M
arch 25, 1968 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral 

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 3-1-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
45
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 138456, M
arch 29, 1968 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral 

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 3-1-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
46
） 

“T
elegram

 F
rom

 the E
m
bassy in Japan to the D

epartm
ent of S

tate, N
o. 7081, A

pril 2, 1968 ”

（C
onfi dential

）, R
G
59 C

entral 

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 4-4-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
47
） 

“T
elegram

 F
rom

 the D
epartm

ent of S
tate to the E

m
bassy in Japan, N

o. 141066, A
pril 3, 1968 ”

（S
ecret

）, R
G
59 C

entral 

F
oreign P

olicy F
iles, 1967-1969, B

ox 1898

﹇P
O
L
 19 B

onin Is 4-1-68

﹈, N
ational A

rchives at C
ollege P

ark, M
D
.

（
48
） 

下
田
大
使
発
外
務
大
臣
宛
公
電
第
一
〇
一
一
号
「
オ
ガ
サ
ワ
ラ
返
か
ん
交
渉
」（
特
秘
、
大
至
急
）、
一
九
六
八
年
四
月
二
日
、
三
木10059

、

明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
49
） 

こ
の
文
書
は
、「
口
頭
発
言
」
の
す
ぐ
後
に
配
列
さ
れ
、「
口
頭
発
言
」
が
な
ぜ
作
ら
れ
た
か
を
説
明
し
て
い
る
。
文
書
の
表
題
・
日
付
は
な
く
、

欄
外
に
「
極
秘
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。「
口
頭
発
言
」
お
よ
び
硫
黄
島
の
記
念
碑
書
簡
の
問
題
に
触
れ
て
い
る
。
表
題
﹇
小
笠
原
返
還
﹈、
三
木

11306-114

、
明
治
大
学
史
資
料
セ
ン
タ
ー
所
蔵
。

（
50
） 

「
第
五
八
国
会
衆
議
院
会
議
録
」
第
二
号
（
2
）、
一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
二
頁
、「
第
五
八
国
会
参
議
院
会
議
録
」
第
二
号
（
そ
の
2
）、

一
九
六
八
年
一
月
二
七
日
、
六
頁
。

（
51
） 

「
第
五
七
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
」
第
二
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
一
八
頁
。

（
52
） 

「
第
五
七
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
」
第
二
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
一
八
頁
。

（
一
七
〇
）



小
笠
原
返
還
に
お
け
る
核
持
ち
込
み
問
題
（
信
夫
）

四
一

（
53
） 

「
第
五
七
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
事
録
」
第
二
号
、
一
九
六
七
年
一
二
月
一
一
日
、
一
九
頁
。

（
54
） 

「
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
」
第
一
号
、
一
九
六
八
年
三
月
一
二
日
、
一
一
頁
。

（
55
） 
「
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
第
二
分
科
会
議
録
」
第
一
号
、
一
九
六
八
年
三
月
一
二
日
、
一
一
│
一
二
頁
。

（
56
） 
「
第
五
八
回
国
会
衆
議
院
予
算
委
員
会
議
録
」
第
一
八
号
、
一
九
六
八
年
三
月
一
七
日
、
七
│
八
頁
。

（
一
七
一
）
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